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は
じ
め
に 

  

黎
明
館
調
査
史
料
室
（
以
下
、
室
と
略
記
）
で
は
、
毎
年
『
鹿
児
島
県
史
料
』
を
二
冊
（
旧

記
雑
録
史
料
・
幕
末
維
新
史
料
）
ず
つ
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
『
鹿
児
島
県
史
料
』
は
昭
和

四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
の
『
旧
記
雑
録
追
録
一
』
を
皮
切
り
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
続

し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
令
和
六
（
二
〇
二
四
）
年
三
月
で
合
計
一
〇
八
冊
に
な
る
。 

 

こ
の
内
、
最
初
か
ら
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
度
ま
で
刊
行
の
『
鹿
児
島
県
史
料
』
は
、

全
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
化
さ
れ
て
お
り
、
黎
明
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
場
合
は
、
ど
な
た
で
も
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
『
鹿
児
島
県
史
料
』
が
刊
行
さ
れ
る
迄
に
は
、
室
の
職
員
に
よ
る
編
集
や
校

正
が
何
度
も
行
わ
れ
る
。
特
に
校
正
で
は
、
担
当
す
る
職
員
同
士
で
疑
問
点
を
上
げ
議
論
を

経
て
、
問
題
解
決
を
図
っ
て
い
る
（
こ
れ
を
室
で
は
「
読
み
合
わ
せ
」
、
ま
た
は
単
に
「
合

わ
せ
」
と
も
呼
ん
で
い
る
）
。
そ
の
際
、
色
々
調
べ
て
い
く
う
ち
に
新
た
に
分
か
っ
た
事
実

や
気
付
い
た
事
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
小
さ
な
事
実
の
積
み
重
ね
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
や
が

て
は
大
き
な
成
果
に
繫
が
る
と
思
い
、
そ
の
都
度
、
皆
で
メ
モ
程
度
に
書
き
た
め
て
お
い
た
。

そ
の
項
目
も
二
〇
程
度
に
な
っ
た
の
で
、こ
れ
を
更
に
精
査
し
て
体
裁
を
調
え
、こ
こ
に「「
幕

末
維
新
史
料
」
語
彙
考
証
」
と
題
し
て
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。 

こ
こ
で
紹
介
す
る
事
柄
は
既
に
ど
こ
か
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
り
、
既
知
の
事
実
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
重
々
承
知
の
上
で
、
室
職
員
の
研
鑚
の
た
め
、
ま
た
今
後
に
向
け
て

の
蓄
積
と
し
て
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

《
凡
例
》 

 

１ 

「
は
じ
め
に
」「
お
わ
り
に
」
は
栗
林
が
執
筆
、
各
項
目
に
つ
い
て
は
執
筆
担
当
者

の
名
字
を
最
後
に
括
弧
で
示
し
た
。 

 

２ 

『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

・
市
来
：『
鹿
児
島
県
史
料 

市
来
四
郎
史
料
』 

 
 

・
忠
義
：『
鹿
児
島
県
史
料 

忠
義
公
史
料
』 

 
 

・
斉
彬
：『
鹿
児
島
県
史
料 

斉
彬
公
史
料
』 

 
 

・
玉
里
：『
鹿
児
島
県
史
料 

玉
里
島
津
家
史
料
』 

 
 

・
玉
南
：『
鹿
児
島
県
史
料 

玉
里
島
津
家
史
料
補
遺 

南
部
弥
八
郎
報
告
書
』 

 
 

・
名
越
：『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
』 

 
 

・
新
納
：『
鹿
児
島
県
史
料 

新
納
久
仰
雑
譜
』 

 
 

・
西
南
：『
鹿
児
島
県
史
料 

西
南
戦
争
』 

 
 

・
斉
宣
：『
鹿
児
島
県
史
料 

斉
宣
斉
興
公
史
料
』 

 
 

・
法
令
：『
鹿
児
島
県
史
料 

薩
摩
藩
法
令
史
料
集
』 



 
 

・
前
編
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
前
編
』 

 
 

・
後
編
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
後
編
』 

 
 

・
追
録
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
追
録
』 

 
 

・
附
録
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
附
録
』 

 
 

・
家
わ
け
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
拾
遺 

家
わ
け
』 

 
 

・
季
安
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
拾
遺 

伊
地
知
季
安
著
作
史
料
集
』 

 
 

・
地
誌
：『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
拾
遺 

地
誌
備
考
』 

 
 

・
麑
藩
：『
鹿
児
島
県
史
料 
麑
藩
名
勝
考
』 

 

３ 

『
鹿
児
島
県
史
料
集
』
は
「
県
史
料
集
」
と
略
記
し
た
。 

 

４ 

右
の
史
料
の
巻
数
に
つ
い
て
は
、
丸
囲
み
の
算
用
数
字
で
史
料
略
号
に
続
け
て
示

し
た
。
引
用
箇
所
は
、
頁
数
で
表
記
し
た
。 

 

５ 

原
本
史
料
の
引
用
は
、
史
料
名
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
請
求
記
号
・「
島
津
文

書
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
」
の
リ
ー
ル
番
号
と
コ
マ
番
号
を
示
し
た
。 

 

６ 

引
用
史
料
で
必
要
の
な
い
ル
ビ
や
行
間
注
は
省
略
し
た
も
の
が
あ
る
。 

 

７ 

本
稿
で
利
用
す
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
、
小
学
館

発
行
、
全
二
〇
巻
、
一
九
七
二
～
七
六
年
刊
行
の
も
の
で
あ
る
。 

 

８ 

〈 

〉
で
囲
ん
だ
箇
所
は
割
書
を
示
す
。 

 一 

幸
行 

い
で
ま
し 

〔
市
来
②
二
四
一
頁
〕「〈
主
上
モ
幸
行
ノ
一
点
ハ 

叡
感
ア
ラ
レ
、
節
刀
ヲ
賜
フ
ノ
事
ハ
、〉」 

〔
市
来
②
二
五
三
頁
〕「
黠
藩
暴
徒
ハ
謀
ル
処
其
機
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ヲ
以
テ
漸
ク
暴
烈
ニ
変
シ
、

大
和
幸
行
ヲ
促
シ
奉
リ
」 

〔
市
来
③
一
四
〇
頁
〕「
今
ノ
姿
ニ
而
者
大
和
カ
吉
野
ニ 

幸
行
ト
相
成
リ
、」 

〔
斉
彬
②
九
四
五
頁
〕「
猶
外
ヘ
幸
行
ノ
コ
ト
ニ
モ
相
成
候
ハ
、
近
衛
殿
ニ
随
行
、」 

〔
忠
義
②
七
七
七
頁
〕「
及
ヒ
幸
行
御
猶
予
等
ノ
事
件
布
告
セ
ラ
レ
タ
リ
、」 

〔
忠
義
③
八
三
四
頁
〕「
横
浜
幸
行
迄
聞
合
候
処
、」 

〔
忠
義
⑦
三
八
八
頁
〕「
六
日
、
学
校
ヘ
被
為
臨
、
夫
ヨ
リ
鎮
台
ヘ
幸
行
之
事
、」 

〔
玉
里
⑥
一
二
〇
頁
〕「
ま
た
春
日
に
幸
行
せ
る
時
、」 

〔『
宮
崎
県
史 

史
料
編 

中
世
１
』
七
六
〇
～
七
六
一
頁
〕「
四
番
ニ
御
幸
行
（
中
略
）
六
升

大
瓶
ニ
つ
き
残
ヲ
納
雷
納
雷
御
幸
行
従
内
ニ
調
申
也
、（
中
略
）
御
幸
行
は
ま
出
ハ
御
祓
同

前
、（
中
略
）
御
祓
九
月
十
四
日
五
日
計
ノ
役
者
彼
光
定
ト
申
ハ
御
幸
行
御
ト
モ
ハ
カ
リ
ノ

役
ニ
而
済
事
ニ
テ
ナ
シ
、」 

〔
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』
七
九
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）〕「
神
倭
伊
波
礼
毘
古

命
、
そ
の
同
母
兄
五
瀬
命
と
二
柱
、
高
千
穂
宮
に
坐
し
て
議
り
て
云
り
た
ま
ひ
け
ら
く
、

「
何
地
に
坐
さ
ば
、
平
ら
け
く
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
さ
む
。
な
ほ
東
に
行
か
む
。」
と

の
り
た
ま
ひ
て
、
す
な
は
ち
日
向
よ
り
発
た
し
て
筑
紫
に
幸
行
で
ま
し
き
。」 

＊
『
古
事
記
』
に
は
他
に
事
例
が
多
数
あ
り
。 

 

行
幸
は
「
天
皇
が
皇
居
を
出
て
よ
そ
へ
行
く
こ
と
。（
中
略
）
み
ゆ
き
。
い
で
ま
し
。」（『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
六
巻
、
一
六
一
頁
）
の
謂
い
で
、『
鹿
児
島
県
史
料
』
に
も
多
く
の
使
用

例
が
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、「
行
幸
」
の
上
下
が
逆
転
し
た
「
幸
行
」
で
あ
る
。

市
来
四
郎
が
編
纂
し
た
『
旧
邦
秘
録
』
に
は
、
通
常
使
用
さ
れ
て
い
る
熟
語
と
は
異
な
り
、

上
下
が
逆
転
し
た
熟
語
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
最
初
に
掲
示
し
た
史
料
〔
市
来
②
二
四

一
頁
〕
で
は
、
行
間
に
〔
行
幸
カ
〕
と
い
う
編
者
注
を
付
し
た
。 

そ
の
後
、
改
め
て
「
幸
行
」
の
事
例
を
蒐
集
し
て
み
る
と
、
前
掲
の
よ
う
に
多
く
の
使
用

例
が
見
ら
れ
た
。
結
論
か
ら
言
っ
て
、〔
玉
里
⑥
一
二
〇
頁
〕
や
〔『
古
事
記
』
七
九
頁
〕
に

あ
る
よ
う
に
、「
幸
行
」
は
「
い
で
ま
し
」
と
読
む
の
が
正
し
い
。 

「
い
で
ま
し
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
出
座
」
の
漢
字
を
宛
て
、「
お

出
ま
し
。
お
出
か
け
。」
の
謂
と
す
る
（
第
二
巻
、
二
五
五
頁
）。
別
に
、「
い
で
ま
し
の
宮
」

（
皇
居
か
ら
離
れ
た
地
に
設
け
ら
れ
た
別
宮
。
離
宮
。）
の
例
文
と
し
て
、『
万
葉
集
』
三
・

三
一
五
大
伴
旅
人
の
歌
、『
雨
月
物
語
』
等
を
掲
示
し
て
、「
行
幸
之
（
の
）
宮
」
の
漢
字
を

宛
て
て
い
る
（
同
前
）。 

〔
行
幸
カ
〕 

イ
デ
マ 

い 



『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
他
に
、「
い
で
ま
し
ど
こ
ろ
【
出
座
処
】」（
天
皇
な
ど
高
貴
な

人
が
旅
に
出
て
、
滞
在
さ
れ
る
場
所
。
行
幸
さ
れ
る
所
。）
も
あ
り
、『
万
葉
集
』
の
歌
を
引

用
し
て
、「
幸
行
処
」
に
対
し
て
、「
い
で
ま
し
と
こ
ろ
」
の
読
み
を
宛
て
て
い
る
（
第
二
巻
、

二
五
五
頁
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 二 

幾
干 

い
く
ら
・
い
く
ば
く
・
い
く
そ 

〔
市
来
①
三
〇
三
頁
〕「
当
分
大
坂
へ
者
幾
干
と
数
も
知
す
、」 

〔
市
来
②
二
七
頁
〕「
小
松
・
大
久
保
等
ヨ
リ
、
幾
干
ノ
兵
ヲ
至
急
ニ
召
寄
セ
ラ
レ
不
虞
ニ
備

ヘ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
言
上
ス
、」 

〔
市
来
②
八
七
頁
〕「〈
是
カ
為
メ
幾
干
カ
無
辜
ニ
所
刑
セ
ラ
レ
シ
者
挙
テ
数
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、〉」 

〔
市
来
②
一
〇
四
頁
〕「〈
其
後
松
平
伯
耆
守
〈
宗
秀
〉
ニ
更
迭
シ
、
又
幾
干
モ
ナ
ク
牧
野
備

前
守
〈
忠
恭
〉
ニ
（
越
後
長
岡
）
転
換
シ
タ
リ
、〉」 

〔
市
来
②
一
二
五
～
一
二
六
頁
〕「
長
井
モ
幾
干
ナ
ラ
ス
シ
テ
井
伊
家
ニ
命
セ
ラ
レ
処
刑
セ
ラ

レ
タ
リ
」 

〔
市
来
②
一
七
三
頁
〕「
其
経
費
幾
干
カ
量
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、」 

〔
市
来
②
一
七
八
頁
〕「
其
経
費
幾
干
カ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、」 

〔
市
来
②
一
九
六
頁
〕「
其
価
幾
干
カ
量
リ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、」 

〔
市
来
②
二
二
九
頁
〕「
其
費
用
幾
干
カ
算
シ
難
キ
ニ
及
ヒ
、」 

〔
市
来
②
二
四
一
頁
〕「
或
ハ
在
京
中
幾
干
ノ
経
費
ア
ル
ハ
、
無
論
之
ヲ
転
シ
テ
軍
備
ニ
充
ツ

ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
応
分
ノ
予
備
調
ヒ
、」 

〔
市
来
②
二
五
三
頁
〕「
或
ハ
従
駕
大
小
藩
ノ
費
途
モ
幾
干
カ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、」 

〔
市
来
②
二
九
四
頁
〕「
只
管 

国
父
公
御
上
洛
ヲ
冀
望
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
雖
モ
、
御
退
京
未
タ

幾
干
ナ
ラ
サ
ル
カ
故
、」 

〔
斉
彬
①
四
九
〇
頁
〕「
従
テ
各
局
モ
之
レ
ニ
習
テ
暴
飲
ヲ
栄
ト
シ
、
誰
某
ハ
幾
干
ヲ
呑
ム
ト

互
ニ
誇
ル
ニ
至
レ
リ
、」 

〔
斉
彬
③
一
二
八
頁
〕「
沿
道
ノ
各
郷
夫
役
其
他
費
用
少
カ
ラ
サ
ル
故
、
斯
ク
簡
易
ナ
ル
ニ
ハ

幾
干
カ
節
倹
、
且
ツ
民
間
ノ
幸
ナ
リ
シ
ヤ
知
ル
ベ
カ
ラ
ス
、」 

〔
斉
彬
③
五
一
〇
頁
〕「
数
百
町
歩
ノ
水
陸
田
ヲ
御
城
下
近
地
ニ
築
成
ス
ル
ト
キ
ハ
、
幾
干
ノ

国
益
ヲ
起
ス
ヤ
知
ル
へ
カ
ラ
ス
、」 

〔
斉
彬
③
七
五
九
頁
〕「
高
島
父
子
ハ
幕
府
ヨ
リ
褒
賞
セ
ラ
レ
、
御
時
服
及
ヒ
金
子
幾
干
ヲ
拝

戴
シ
、」 

〔
斉
彬
③
七
七
一
頁
〕「
公
ハ
仮
令
学
問
幾
干
ア
ラ
セ
ラ
ル
ト
モ
、
之
ヲ
人
ニ
表
白
ス
ル
カ
如

キ
コ
ト
ヲ
為
サ
ス
、」 

〔
斉
彬
③
七
七
七
頁
〕「
夫
ヨ
リ
ハ
御
互
ニ
今
日
ハ
国
家
ノ
為
メ
心
思
ヲ
練
リ
、
粉
骨
砕
身
シ

テ
尽
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
幾
干
モ
ア
ル
ベ
シ
、」 

 

「
幾
干
」
の
読
み
が
分
か
る
史
料
が
『
鹿
児
島
県
史
料
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
近

代
の
文
学
作
品
を
例
に
取
り
な
が
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
結
果
、
次
に
掲
げ
る
三
つ

の
読
み
方
が
見
ら
れ
た
。 

①
「
い
く
ら
」 

（
イ
）
島
崎
藤
村
『
破
戒
』
一
六
一
頁
（『
現
代
文
学
大
系
８ 

島
崎
藤
村
集
（
一
）』
筑

摩
書
房
、
一
九
六
三
年
） 

「
丑
松
は
飲
食
し
た
も
の
の
外
に
幾
干
か
の
茶
代
を
置
い
て
斯
の
饂
飩
屋
を
出
た
。」 

（
ロ
）
福
沢
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』
一
三
二
頁
（『
福
沢
諭
吉
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
） 

「
ソ
レ
で
ホ
テ
ル
に
案
内
さ
れ
て
行
て
見
る
と
絨
氈
が
敷
詰
め
て
あ
る 

其
絨
氈
は
ど

ん
な
物
か
と
云
ふ
と 

先
づ
日
本
で
云
へ
ば 

余
程
の
贅
沢
者
が
一
寸
四
方
幾
干
と

云
て
金
を
出
し
て
買
ふ
て
」 

②
「
い
く
ば
く
」 

（
イ
）
北
原
白
秋
『
黒
檜
』
四
五
頁
（『
白
秋
全
集
12
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
） 

「
激
し
く
火
を
噴
き
墜
つ
る
た
ま
ゆ
ら
の
機
上
幾
干
を
眼
見
す
ゑ
し
」 

③
「
い
く
そ
」 

（
イ
）
幸
田
露
伴
『
五
重
塔
』
二
七
頁
（『
現
代
名
作
集 

日
本
文
学
全
集
別
巻
１
』
河
出

（
千
カ
） 

い
く
ら 

い
く
ら 

い
く
ば
く 



書
房
、
一
九
六
九
年
） 

「
順
に
柱
の
仮
轄
を
三
ツ
ず
つ
打
っ
て
脇
司
に
打
ち
緊
め
さ
す
る
十
兵
衛
は
、
幾
干
の
苦

心
も
こ
こ
ま
で
運
べ
ば
垢
穢
顔
に
も
光
の
出
る
ほ
ど
喜
悦
に
気
の
勇
み
立
ち
、」 

①
の
「
い
く
ら
」
は
、「
い
く
ら
ぐ
ら
い
。
ど
れ
ほ
ど
。
数
、
量
、
程
度
な
ど
の
不
明
、
不

定
の
場
合
に
用
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
に
も
用
い
る
。」（『
日
本
国
語

大
辞
典
』
第
一
巻
、
六
八
五
頁
）、
②
の
「
い
く
ば
く
」
は
、「
数
、
量
、
程
度
な
ど
の
不
明

で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
ど
れ
ほ
ど
、
い
く
ら
ぐ
ら
い
、
ど
の
く
ら
い
。
ま
た
、
そ
れ
の
は
な

は
だ
し
い
こ
と
。」（『
同
前
』
六
八
三
頁
）、
③
の
「
い
く
そ
」
は
、「
①
多
く
の
数
量
。
い
く

ら
く
ら
い
の
量
。
ど
れ
ほ
ど
の
多
数
。
②
ど
れ
ほ
ど
多
く
。
ど
の
く
ら
い
た
く
さ
ん
。」（『
同

前
』
六
八
〇
頁
）
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
数
量
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
に
使
わ
れ
る
言
葉

で
あ
る
。
従
っ
て
、
機
械
的
に
読
み
を
ど
れ
か
に
決
め
る
の
は
難
し
く
、
実
際
の
史
料
に
当

て
は
め
て
み
て
読
み
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
史
料
を
書
い
た
人
物
が

ど
の
読
み
方
を
意
図
し
て
書
い
た
の
か
判
断
す
る
の
は
中
々
困
難
で
あ
る
。
実
際
の
文
脈
に

当
て
は
め
て
み
て
も
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、「
幾
干
」
の
「
干
」
は
「
千
」
に
も
似
て
い
る
の
で
、
史
料
を
書
写
し
た
人
物
が
誤

っ
た
り
、
翻
刻
や
編
集
・
校
正
の
段
階
で
、「
幾
干
」
を
「
幾
千
」
と
読
ん
で
し
ま
っ
た
も
の

も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、〔
市
来
①
三
〇
三
頁
〕
で
は
「
干
」
に
対
し
て
「
千
カ
」

と
い
う
行
間
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 三 

迦
レ
ル 

の
が-

レ
ル
・
は
ず-

レ
ル 

〔
斉
彬
③
四
八
二
頁
〕「
外
御
役
々
衆
モ
都
テ
山
原
（
首
里
城
以
北
ノ
地
ヲ
云
）
方
ヘ
御
迦
シ

相
成
候
程
ノ
仕
来
リ
、」 

〔
斉
宣
一
五
六
頁
〕「
粮
米
致
卸
方
、
本
舟
ハ
直
ニ
大
島
ヘ
相
迦
候
由
、」 

〔
玉
里
⑥
二
二
八
頁
〕「
己
レ
が
分
限
ニ
迦
れ
た
る
事
を
致
す
を
奢
侈
と
名
ク
、」 

〔
玉
里
⑧
六
六
五
頁
〕「
一
主
上
ニ
ハ
比
叡
山
ヘ
御
迦
シ
相
成
候
由
、」 

〔
玉
里
⑨
五
九
三
頁
〕「
鉉
迦
シ
可
致
筈
之
処
ニ
稼
之
者
鉉
切
落
候
ハ
ヽ
、」 

〔
法
令
①
五
〇
頁
〕「
一
花
火
ノ
儀
第
一
火
用
心
ヲ
致
勘
弁
、
人
家
迦
ニ
テ
可
仕
旨
、」 

〔
法
令
③
三
一
四
頁
〕「
一
柳
之
間
・
四
季
之
間
、
襖
ヲ
迦
シ
一
席
ニ
シ
テ
」 

〔
西
南
①
一
八
九
頁
〕「
当
時
警
視
庁
モ
盛
大
ニ
取
起
ス
ノ
賦
ニ
候
間
、
勤
場
ノ
処
ハ
決
シ
テ

迦
レ
申
間
敷
、」 

〔
西
南
①
二
〇
七
頁
〕「
暗
夜
道
迷
ヒ
川
尻
迦
レ
ニ
参
リ
砲
発
セ
リ
、」 

〔
西
南
①
三
〇
八
頁
〕「
突
然
四
方
ヨ
リ
帯
刀
セ
シ
者
十
八
九
名
、
フ
ス
マ
ヲ
蹴
迦
シ
無
言
ニ

テ
飛
来
リ
、」 

〔
後
編
④
六
三
三
頁
〕「
田
方
之
仕
明
幷
さ
ほ
迦
等
於
有
之
ハ
、
可
被
付
出
候
、」 

〔
季
安
⑤
二
三
二
頁
〕「
一
か
ひ
三
ツ
吹
候
時
、
馬
取
衆
被
相
迦
候
事
、」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
四
頁
〕「
今
朝
宿
出
迦
ヨ
リ
富
士
山
初
テ
ヨ
ク
ミ
ヘ
候
」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
七
頁
〕「
小
田
原
宿
出
迦
左
ノ
脇
ニ
石
垣
山
ト
イ
フ
ア 

リ
」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
一
〇
頁
〕「
浜
松
宿
出
迦
ニ
マ
ゴ
メ
橋
ト
イ
フ
ア
リ
」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
一
一
頁
〕「
此
ノ
所
ハ
岡
崎
宿
出
迦
立
場
ヨ
フ
ヨ
フ
夜 

入
」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
一
二
頁
〕「
田
宮
宿
出
迦
サ
ン
ダ
橋
打
渡
リ
」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
一
三
頁
〕「
尤
此
宿
出
迦
美
濃
路
伊
勢
路
ノ
追
分
也
」 

〔『
太
平
記 

頭
註
下
』
六
頁
（
宝
文
館
、
一
九
一
一
年
）〕「
箱
根
の
合
戦
に
は
迦
れ
給
ひ
に

け
り
」 

〔『
平
家
物
語
』
八
〇
頁
（
有
朋
堂
書
店
、
一
九
二
七
年
）〕「
胸
板
の
金
物
の
少
し
迦
れ
て
見

え
け
る
を
蔵
そ
う
と
」 

 
「
迦
」
を
「
の
が
れ
る
」
と
読
む
訓
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
〔
季
安
⑥
・
⑦
〕
の
例
言
に
、

当
時
一
般
に
使
用
さ
れ
た
文
字
と
し
て
「
迦
」
を
「
逃
」
の
意
味
で
そ
の
ま
ま
用
い
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
慣
例
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、

「
迦
」
の
本
来
の
意
味
は
「
①
で
あ
う
。
②
梵
語
の
カ
の
音
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
借
り
た
字
」

い
く
そ 

ヤ
ン
バ
ル 

〔
逃
〕 

（
逃
カ
） 

ハ
ヅ 

ツ
ル
ハ
ツ 

〔
逃
〕 

本
ノ
マ
マ 

（
マ
マ
） 

「
ハ
ツ
レ
」 

は
づ 

は
づ 



（『
大
修
館
新
漢
和
辞
典 

三
訂
版
』
大
修
館
書
店
、
八
六
七
頁
）
で
あ
り
、
な
ぜ
「
の
が
れ

る
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
あ
る
い
は
鹿
児
島
固
有
の
読
み
方
な
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
何
か
ご
存
じ
の
方
は
、
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。 

た
だ
、
色
々
と
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、「
は
ず
れ
」
と
い
う
訓
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
（『
広

漢
和
辞
典 

下
巻
』
大
修
館
書
店
、
八
六
九
頁
）、
そ
の
上
で
改
め
て
『
鹿
児
島
県
史
料
』
を

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
右
の
よ
う
に
「
ハ
ツ
シ
」
や
「
ハ
ツ
レ
」
と
い
っ
た
ル
ビ
が
振
ら
れ
て

い
る
も
の
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
た
。
一
方
で
原
注
「
本
ノ
マ
マ
」
や
編
者
注
「（
マ
マ
）」

が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
、
そ
の
当
時
に
筆
写
し
た
人
物
あ
る
い

は
編
者
が
「
は
ず
れ
」
の
訓
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、「
の
が
レ
（
の
が
シ
）」
と
読
ん
だ
場
合

に
は
文
意
が
通
ら
な
い
と
判
断
し
た
上
で
の
処
理
で
あ
ろ
う
か
。
現
に
、〔
西
南
①
二
〇
七
・

三
〇
八
頁
〕
は
そ
れ
ぞ
れ
「
は
ず
レ
」「
は
ず
シ
」
と
読
め
ば
ス
ム
ー
ズ
に
文
意
が
通
る
。
ま

た
、〔
玉
里
⑧
六
六
五
頁
〕
や
〔
季
安
⑤
二
三
二
頁
〕
も
、
文
脈
上
「
は
ず
シ
」「
は
ず
さ
れ
」

と
読
む
の
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、〔
斉
彬
③
四
八
二
頁
〕
や
〔
斉
宣
一
五
六
頁
〕、

〔
西
南
①
一
八
九
頁
〕
の
よ
う
に
、「〔
逃
〕」・「（
逃
カ
）」
の
行
間
注
が
付
さ
れ
て
い
る
パ
タ

ー
ン
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
仮
に
「
は
ず
れ
る
」
の
意
味
で
解
釈
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
処
理

に
は
疑
義
が
残
る
。
も
っ
と
も
、
両
方
の
訓
を
認
識
し
た
上
で
検
討
し
た
結
果
か
も
し
れ
な

い
の
で
一
概
に
疑
わ
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
過
去
の
『
鹿
児
島
県
史
料
』
に
お
い
て

も
、「
の
が
れ
」
だ
ろ
う
と
い
う
先
入
観
か
ら
同
様
の
処
理
が
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得

る
の
で
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』〕
に
は
「
出
迦
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
が
、

こ
れ
は
「
で
は
ず
れ
」
と
読
み
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
出
外
（
で
は
ず
れ
）」

に
は
「
出
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
。
町
や
村
な
ど
の
は
ず
れ
。
出
離
れ
。」（
第
十
四
巻
、
二
六
七

頁
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
表
記
こ
そ
違
え
ど
、
文
脈
か
ら
も
「
出
迦
＝
出
外
」
と
見
て
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

こ
の
「
は
ず
れ
」
と
い
う
訓
は
、
史
料
に
精
通
し
た
人
か
ら
す
れ
ば
ご
く
一
般
的
な
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
読
み
を
一
つ
で
も
多
く
知
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
だ
け
解
釈
の
幅
が

広
が
り
、
ひ
い
て
は
校
正
を
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な

場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
れ
こ
れ
考
え
な
が
ら
よ
り
良
い
答
え

を
導
き
出
し
て
い
く
の
も
、
ま
た
校
正
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 
 
 

（
橋
口
） 

 四 

混
ス
ラ 

ひ
た-

ス
ラ 

〔
市
来
②
二
七
頁
〕「
茂
久
公
御
若
年
之
御
時
ヨ
リ
天
真
流
御
信
仰
混
ス
ラ
被
遊 

御
修
行
、」 

〔
市
来
③
三
二
頁
〕「
非
番
当
番
之
無
差
別
、 

御
出
馬
之
度
毎
ニ
御
床
机
之
前
後
左
右
ニ
混

ト
罷
在
、」 

〔
市
来
④
二
四
六
頁
〕「
三
好
内
蔵
執
柄
ニ
テ
本
藩
ヘ
混
ト
引
合
居
候
ニ
付
」 

〔
追
録
⑦
五
〇
頁
〕「
学
問
向
之
儀
混
す
ら
深
切
ニ
取
扱
候
様
ニ
と
之
御
事
候
、」 

〔
玉
里
②
二
二
二
頁
〕「
本
文
ニ
付
、
側
役
中
井
弥
五
八
混
と
倍
従
い
た
し
、
主
君
之
歎
息
を

慰
め
周
旋
之
者
ニ
御
座
候
、」 

〔
名
越
②
三
五
二
頁
〕「
川
上
家
御
娘
様
混
ト
御
出
被
遊
候
、」 

〔『
絵
本
平
家
物
語 

全
』
三
六
二
頁
（
金
桜
堂
、
一
八
八
六
年
）〕「
軈
て
謀
叛
を
起
し
程
な

く
世
を
討
取
て
混
す
ら
父
の
首
と
信
ぜ
ら
れ
し
に
」 

〔『
絵
本
慶
安
太
平
記 

全
』
三
四
頁
（
正
文
堂
、
一
八
八
七
年
）〕「
其
怪
力
に
混
と
呆
れ
」 

〔『
絵
入
太
平
記 

上
編
』
四
一
五
頁
（
抹
桑
堂
、
一
八
九
一
年
）〕「
さ
れ
ど
も
混
す
ら
な
る

御
業
に
如
何
と
思
食
煩
ら
ふ
て
」 

〔『
鈴
木
大
雑
集 

四
』
三
一
二
頁
（
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
一
八
年
）〕「
然
共
其
地
の
人
民

は
怒
を
含
み
混
す
ら
右
軍
勢
を
相
拒
申
候
」 

〔『
校
訂
太
平
記 

上
』
一
八
〇
頁
（
三
星
社
、
一
九
二
四
年
）〕「
倩
事
の
心
を
案
ず
る
に
、

只
尊
氏
混
朝
敵
た
る
故
な
り
。」 

〔『
太
平
記 
一
』
二
〇
〇
頁
（
い
て
ふ
本
刊
行
会
、
一
九
五
三
年
）〕「
一
手
を
ば
混
す
ら
打

物
の
衆
八
百
餘
騎
を
汰
へ
て
」 

〔「
成
唯
識
論
述
記
序
釈
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
六
十
五
巻
、
三
二
一
頁
、
大
正
一
切
経

ひ
た 

ひ
た 

ひ
た 

ひ
た
す
ら 

ひ
た 

そ
ろ 



刊
行
会
、
一
九
二
九
年
）〕「
混
合
也
〈
訓
比
多
多
気
〉」 

 

右
は
、〔
市
来
②
〕
の
校
正
の
際
に
、
読
み
方
が
解
ら
ず
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
誤
字

を
疑
っ
た
が
、
他
に
使
用
例
が
な
い
か
過
去
に
刊
行
さ
れ
た
『
鹿
児
島
県
史
料
』
で
調
べ
た

と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
の
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
誤
字
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
使
用

さ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
で
は
「
混
ス
ラ
」
は
何
と
読
む
の
か
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。 

漢
和
辞
典
で
「
混
」
の
字
義
を
引
く
と
、「
ま
じ
る
。
に
ご
る
。
お
な
じ
く
す
る
。
物
が
一

つ
に
な
っ
て
分
か
れ
な
い
さ
ま
。水
が
豊
か
に
流
れ
る
さ
ま
。」（『
新
漢
語
林
』大
修
館
書
店
、

七
七
〇
頁
）
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
文
章
の
意
味
が
通
じ
な
い
。
そ

こ
で
、「
混
」
の
字
義
は
考
慮
せ
ず
、
文
脈
と
送
り
仮
名
が
「
ス
ラ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
想
定

し
て
、「
ひ
た
す
ら
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』

（
第
十
六
巻
、
七
〇
八
頁
）
の
「
只
管
・
一
向
」
の
項
を
引
い
た
。
す
る
と
、
用
例
に
『
太

平
記
』
の
文
章
が
載
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
混
」
を
用
い
て
「
ひ
た
す
ら
」
と
読
む
事
例
を

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
こ
で
、「
混
ス
ラ
」
は
読
み
方
も
意
味
も
「
只
管
・
一
向
」（
ひ

た
す
ら
）
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

ま
た
、「
混
す
ら
」
の
事
例
を
調
べ
て
い
る
最
中
に
、「
混
と
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

も
散
見
さ
れ
た
。〔『
絵
本
慶
安
太
平
記 

全
』
三
四
頁
〕
に
、「
混
と
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
も
「
混
」
を
「
ひ
た
」
と
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
日
本
国
語

大
辞
典
』
で
「
ひ
た
と
」
を
引
く
と
、「
直
・
頓
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
意
味
は
「
①
隔
て

る
も
の
が
な
く
、
直
接
に
接
す
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
じ
か
に
。
直
接
。
ぴ
た
り
と
。
②
も

っ
ぱ
ら
そ
の
こ
と
に
集
中
す
る
さ
ま
、
そ
の
状
態
で
あ
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
ひ
た
す
ら
。

い
ち
ず
に
。
は
な
は
だ
し
く
。
③
突
然
そ
の
状
態
に
な
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
に
わ
か
に
。

は
っ
と
。」（
第
十
六
巻
、
七
一
〇
頁
）
と
あ
る
。「
混
と
」
の
表
記
は
辞
典
に
は
無
い
が
、
右

の
事
例
を
見
る
と
同
様
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
ら
に
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
「
ひ
た
た
・
く
」
の
項
が
あ
り
、
漢
字
は
「
混
」
の

字
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
意
味
は
「
一
、
①
異
な
っ
た
も
の
を
混
合
す
る
。
②
別
の
物
を
同

じ
と
思
う
。
混
同
す
る
。
二
、
①
入
り
ま
じ
っ
て
ご
た
ご
た
す
る
。
多
く
の
も
の
が
雑
然
と

し
て
い
る
。
②
し
ま
り
が
な
く
乱
れ
て
い
る
。
き
ち
ん
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
み
だ
り
に

他
人
の
意
見
に
従
う
。」（
第
十
六
巻
、
七
〇
八
頁
）
と
あ
り
、
現
代
使
わ
れ
て
い
る
「
混
」

の
字
義
と
同
じ
で
あ
る
。 

「
混
」
を
「
ひ
た
」
と
読
む
の
は
、「
成
唯
識
論
述
記
序
釈
」
で
そ
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、す
で
に
奈
良
時
代
後
期
ま
で
に
は
存
在
し
て
い
た
読
み
方
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
右
の
通
り
『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
江
戸
末
期
～
明
治
期
の
史
料
に
い
く
つ
か
事
例

を
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
代
ま
で
は
通
常
用
い
ら
れ
て
き
た
読
み
方
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
現
代
人
の
我
々
に
は
な
じ
み
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
い
、
今
で
は

史
料
の
中
で
の
み
生
き
続
け
る
読
み
方
と
な
り
つ
つ
あ
る
。 

 

＊
河
野
貴
美
子
「
奈
良
末
・
平
安
初
期
に
お
け
る
唐
代
文
化
受
容
の
水
準 

―
『
成
唯
識
論

述
記
序
釈
』
を
通
し
て
―
」（『
国
文
学
研
究
』
第
一
三
九
集
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る

と
、
天
応
元
（
七
八
一
）
年
以
前
に
成
立
と
推
測
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
原
田
） 

 五 

瀧
ヶ
水 

た
き
が
み
ず 

（
一
）
瀧
（
滝
）
ヶ
水 

た
き
が
み
ず 

〔
名
越
⑧
三
〇
三
頁
〕「
滝
ヶ
水
」 

〔
忠
義
⑥
四
四
五
頁
〕「
帖
佐
瀧
ヶ
水
」「
瀧
ヶ
水
」（
明
治
二
年
十
二
月
の
知
政
所
達
書
、〔
追

録
⑧
七
一
八
頁
〕
も
同
じ
） 

〔
新
納
①
六
九
八
頁
〕「
瀧
ヶ
水
下
江
着
船
」（
安
政
二
年
四
月
五
日
条
） 

〔
季
安
②
五
八
五
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
季
安
⑤
五
七
六
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
家
わ
け
②
三
九
八
頁
〕「
滝
ヶ
水
」 

〔
家
わ
け
③
三
〇
一
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
家
わ
け
⑪
一
九
三
頁
〕「
瀧
ヶ
水
心
岳
寺
」（
寛
保
二
年
四
月
十
八
日
条
） 

（
龍
） （

龍
） 

ひ
た 

＊ 



〔
後
編
①
二
四
九
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
後
編
②
五
九
二
・
五
九
四
・
六
五
七
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
附
録
②
七
七
六
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
麑
藩
一
四
二
頁
〕「
瀧
水
山
」（
山
の
名
前
）、「
瀧
ヶ
水
海
辺
」（〔
地
誌
⑤
二
二
三
頁
〕
は
、

こ
の
史
料
の
引
用
） 

〔
地
誌
④
一
四
三
頁
〕「
帖
佐
瀧
ヶ
水
」 

〔
地
誌
⑤
一
二
三
・
一
二
四
・
一
二
九
・
一
三
五
・
一
七
七
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
地
誌
⑤
一
二
四
頁
〕「
帖
佐
瀧
水
」「
瀧
水
帖
佐
地
名
」 

〔
地
誌
⑤
一
四
三
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
地
誌
⑤
一
四
六
頁
〕「
脇
元
村
の
海
辺
滝
ヶ
水
」 

〔『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
三
八
七
・
三
八
九
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔『
三
国
名
勝
図
会
』
③
五
九
一
頁
（
青
潮
社
）〕「
瀧
水
山
心
岳
寺
」「
瀧
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
⑬
『
本
藩
人
物
誌
』
五
〇
・
一
二
九
・
一
三
四
・
一
九
五
・
一
九
七
・
二
四
三

頁
〕「
滝
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
⑬
『
本
藩
人
物
誌
』
二
四
三
頁
〕「
帖
佐
滝
ノ
水
」 

〔
県
史
料
集
⑮
『
備
忘
抄
・
家
久
公
御
養
子
御
願
一
件
』
八
九
頁
〕「
滝
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
㉕
『
三
州
御
治
世
要
覧
』
七
六
頁
〕「
帖
佐
瀧
ヶ
水
心
岳
寺
」 

〔「
三
州
御
治
世
要
覧
」
三
十
六
、
下
、（
島
津
家
本-

さⅠ
-

12-

33-

328-

31
）
リ
ー
ル
番

号
一
一
三
・
コ
マ
番
号
八
六
〇
〕「
瀧
水
山
福
昌
寺
末
寺
心
岳
寺
」 

〔
県
史
料
集
㉜
『
本
藩
地
理
拾
遺
集
下
』
六
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
㉜
『
本
藩
地
理
拾
遺
集
下
』
三
一
頁
〕「
瀧
ヶ
水
村
」「
瀧
か
水
」 

〔
県
史
料
集
㉜
『
本
藩
地
理
拾
遺
集
下
』
三
二
頁
〕「
瀧
水
山
心
岳
寺
」 

〔
県
史
料
集
㊹
『
薩
藩
名
勝
志
（
そ
の
三
）』
七
八
頁
〕「
瀧
水
山
心
岳
寺
」 

〔
県
史
料
集
㊼
『
伊
地
知
権
左
衛
門
日
記
・
先
君
掖
官
遺
抄
』
二
二
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
㊽
『
加
治
木
古
老
物
語
・
薩
藩
雑
事
録
・
雑
事
奇
談
集
・
旧
薩
藩
奇
譚
旧
記
集 

上
・
下
』
五
〇
・
一
〇
五
・
一
一
三
頁
〕「
瀧
ヶ
水
」 

（
二
）
龍
（
竜
）
ヶ
水 

り
ゅ
う
が
み
ず 

〔
市
来
②
七
頁
〕「
鹿
児
島
湾
龍
ヶ
水
村
」 

〔
忠
義
①
七
六
七
頁
〕「
御
船
ニ
接
シ
タ
ル
龍
ヶ
水
ト
云
ヘ
ル
一
小
村
」 

〔
忠
義
②
一
一
三
頁
〕「
鹿
児
島
湾
龍
ヶ
水
村
」 

〔
忠
義
②
五
四
八
頁
〕「
龍
ヶ
水
三
船
明
神
岬
」 

〔
忠
義
②
五
七
四
・
五
九
七
頁
〕「
龍
ヶ
水
」 

〔
忠
義
④
二
五
四
頁
〕「
磯
山
龍
ヶ
水
辺
」 

〔
忠
義
⑦
九
五
三
頁
〕「
鹿
児
島
龍
ヶ
水
沖
」 

〔
斉
彬
②
九
三
八
頁
〕「
花
倉
・
龍
ヶ
水
辺
」 

〔
斉
彬
③
五
三
・
五
一
二
頁
〕「
花
倉
・
龍
ヶ
水
辺
」 

〔
斉
彬
③
六
三
〇
頁
〕「
城
下
ノ
東
北
凡
二
里
許
龍
ヶ
水
ノ
洋
合
ナ
リ
、（
中
略
）
東
ハ
ミ
フ

ネ
ト
テ
」 

〔
西
南
③
七
四
二
頁
〕「
花
倉
・
龍
ヶ
水
辺
」 

〔
西
南
④
四
二
九
頁
〕「
花
倉
坂
・
龍
ヶ
水
等
」 

〔
県
史
料
集
㉕
『
三
州
御
治
世
要
覧
』
一
二
四
頁
〕「
龍
水
山
福
昌
寺
末
寺
心
岳
寺
」  

〔『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
三
八
六
頁
〕「
龍
ヶ
水
」 

〔『
麑
島
県
実
測
図
』
陸
軍
参
謀
局
、
一
八
七
七
年
〕「
龍
ヶ
水
」 

〔「
島
津
歳
久
公
墓
碑
銘
」
明
治
十
一
年
十
二
月
三
日
（『
姶
良
町
郷
土
誌 

増
補
改
訂
版
』
一

七
四
～
一
七
五
頁
、
一
九
九
五
年
）〕「
帖
佐
竜
箇
水
」「
竜
箇
水
」 

（
三
）
塩
ヶ
水 

し
お
が
み
ず 

〔
新
納
②
二
七
四
頁
〕「
塩
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
九
四
頁
〕「
塩
ヶ
水
」 

〔「
伊
能
図
（
大
図
）
九
州
沿
海
図
巻
第
一
〇
・
一
七
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
文
化
七
年
〕

（『
姶
良
市
誌 

別
巻
１ 

資
料
編 

絵
図
・
地
図
・
空
中
写
真
』
一
九
頁
、
姶
良
市
、
二
〇

一
六
年
）「
塩
ヶ
水
」 

〔
県
史
料
集
⑩
『
伊
能
忠
敬
の
鹿
児
島
測
量
関
係
資
料
並
に
解
説
』
四
三
頁
〕「
塩
ヶ
水
」 

ダ
ク
ガ
ミ
ツ
ヤ
マ 

リ
ヤ
ウ
カ
ミ
ツ 

ロ
ウ
ス
イ
サ
ン 

シ
ン
ガ
ク
ジ 

（
マ
マ
） 

竜
カ 



〔
県
史
料
集
⑯
『
鹿
児
島
県
地
誌
上
』
一
〇
一
頁
〕「
塩
ヶ
水
」 

  

鹿
児
島
市
吉
野
町
の
国
道
一
〇
号
線
沿
い
、
磯
か
ら
花
倉
・
三
船
を
経
て
「
竜
ヶ
水
」
が

あ
る
。
こ
こ
に
は
Ｊ
Ｒ
の
「
竜
ヶ
水
」
駅
、「
竜
ヶ
水
」
バ
ス
停
な
ど
も
あ
る
。 

 

こ
の
「
竜
ヶ
水
」
は
、
し
ば
し
ば
史
料
に
登
場
す
る
地
名
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
日
本
歴
史

地
名
大
系
第
四
七
巻 

鹿
児
島
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
）
で
調
べ
て
み
る
と
、

「
滝
ヶ
水
（
現
竜
ヶ
水
）」（
一
八
〇
頁
）・「
背
後
の
吉
野
台
地
か
ら
急
流
の
小
川
（
竜
ヶ
水
）」

（
一
八
二
頁
）・「
滝
ヶ
水
（
竜
ヶ
水
）」（
一
八
三
頁
）
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。「
瀧
（
滝
）」

は
「
た
き
」
と
は
読
む
が
、「
り
ゅ
う
」
と
い
う
読
み
は
な
い
。
つ
ま
り
「
滝
ヶ
水
」
は
「
た

き
が
み
ず
」
と
読
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
竜
ヶ
水
」
と
同
じ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
急
流
の
小
川
」
の
名
前
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

『
鹿
児
島
県
史
料
』
や
『
県
史
料
集
』
を
中
心
に
し
て
史
料
を
集
め
て
み
る
と
、
右
の
よ

う
な
結
果
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
大
ま
か
に
言
え
ば
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
頃
（〔
忠
義
⑥

四
四
五
頁
〕
に
あ
る
明
治
二
年
十
二
月
の
知
政
所
達
書
）
迄
は
（
一
）「
瀧
（
滝
）
ヶ
水
」
が

使
わ
れ
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
頃
（『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
の
編
纂
年
）
以
降
は
（
二
）

「
龍
（
竜
）
ヶ
水
」
に
変
化
し
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。（
二
）
の
〔
市
来
〕・〔
忠
義
〕・〔
斉

彬
〕
等
の
内
容
は
江
戸
時
代
で
あ
る
が
、
市
来
四
郎
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
の
は
明
治
十
～
三

十
（
一
八
七
七
～
一
八
九
七
）
年
代
頃
で
あ
る
。 

 

ま
た
、〔
麑
藩
一
四
二
頁
〕
で
は
、「
瀧
ヶ
水
海
辺
」
に
「
瀧
水
山
」
と
い
う
山
が
あ
っ
た

と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
地
図
を
調
べ
て
み
て
も
こ
の
よ
う
な
名
称
の
山

は
見
当
た
ら
な
い
。『
三
国
名
勝
図
会
』
に
は
、
元
々
こ
の
地
域
は
「
脇
元
村
瀧
ヶ
水
」
と
い

う
場
所
で
、
そ
こ
に
心
岳
寺
と
い
う
寺
を
建
て
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
の
た
め
心
岳
寺
の
山

号
が
「
瀧
水
山
」
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
山
号
で
あ
る
の
で
音
読
み
す
れ
ば
、『
薩
藩
名
勝
志
』の
よ
う
に「
ロ
ウ
ス
イ
サ
ン
」

と
読
め
る
が
、
訓
読
み
す
れ
ば
〔
麑
藩
一
四
二
頁
〕・〔
地
誌
⑤
二
二
三
頁
〕
に
あ
る
と
お
り
、

「
ダ
ク
ガ
ミ
ツ
ヤ
マ
」
と
も
読
め
る
。
従
っ
て
、
地
名
と
し
て
の
「
瀧
（
滝
）
ヶ
水
」
は
「
ロ

ウ
ガ
ス
イ
」
で
は
な
く
「
ダ
ク
ガ
ミ
ズ
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
但
し
、「
瀧
（
滝
）

ヶ
水
」
を
普
通
に
読
め
ば
「
た
き
が
み
ず
」
と
読
め
る
が
、「
ダ
ク
ガ
ミ
ズ
」
は
「
滾
る
」（「
川

の
水
な
ど
が
勢
い
激
し
く
流
れ
る
。
さ
か
ま
く
。
わ
き
あ
が
る
。」『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

十
二
巻
、
七
〇
二
頁
）
の
転
訛
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
後
述
）。 

 

先
に
、「
瀧
（
滝
）
ヶ
水
」
か
ら
「
竜
ヶ
水
」
へ
の
変
化
の
時
期
を
明
治
二
～
四
年
頃
に 

求
め
た
が
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
明
治
四
年
成
立
の
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』

の
三
八
六
頁
で
「
龍
ヶ
水
」、
三
八
七
・
三
八
八
頁
で
「
瀧
ヶ
水
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
前
者

を
単
に
、「
龍
」
に
さ
ん
ず
い
を
付
け
忘
れ
た
ミ
ス
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
頃
が
「
瀧
ヶ
水
」
の
表
記
か
ら
「
龍
ヶ
水
」
へ
変
化
す
る
時
期
で
、
地
名
の
表
記
が
不

安
定
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
二
通
り
の
表
記
が
混
在
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
頃

が
変
化
の
時
期
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
表
記
が
変
化
す
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。 

 

ま
た
〔
地
誌
⑤
一
四
三
頁
〕
は
、
漢
字
の
表
記
は
「
瀧
ヶ
水
」
だ
が
、
ル
ビ
が
「
リ
ヤ
ウ

カ
ミ
ツ
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
二
通
り
の
表
記
が
混
在
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

部
分
が
書
か
れ
た
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
同
じ
文
章
中
に
、「
心
岳
寺
と

称
せ
し
を
、
寺
を
廃
し
て
明
治
三
庚
午
の
年
其
地
に
一
社
を
建
立
し
」（
一
四
二
頁
）
な
ど
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
事
例
も
先
の
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
と
同
じ
様
に
考
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

更
に
、〔
県
史
料
集
㉕
『
三
州
御
治
世
要
覧
』
一
二
四
頁
〕
で
は
、
心
岳
寺
の
山
号
が
「
龍

水
山
」
と
な
っ
て
い
る
が
、〔「
三
州
御
治
世
要
覧
」
三
十
六
、
下
、（
島
津
家
本-

さⅠ
-

12-

33-

328-

31
）
リ
ー
ル
番
号
一
一
三
・
コ
マ
番
号
八
六
〇
〕
で
は
同
じ
箇
所
が
「
瀧
水
山
」

と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
写
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
か
ら
後
者
が
正
し
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
者
が
単
純
に
間
違
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
「
龍
」
に
し

た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。 

 

ま
た
、〔
県
史
料
集
⑬
『
本
藩
人
物
誌
』
二
四
三
頁
〕
の
「
滝
ノ
水
」
も
興
味
深
い
表
記
で

あ
る
。「
滝
ヶ
水
」
の
「
ヶ
」
は
助
詞
の
「
が
」
と
同
じ
で
、
所
有
・
所
属
を
示
す
「
の
」
と

同
じ
用
法
と
考
え
れ
ば
、
本
来
は
「
滝
ノ
水
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
滝
ヶ
水
」
が
生
ま

瀧
ケ
水
カ 

ダ
ク
ガ
ミ
ツ
ヤ
マ 

た
ぎ 



れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
用
例
が
少
な
く
断
定
は
で
き
な
い
が
、
注
意
を
要
す
る
表
現
だ
と

思
わ
れ
る
。 

 

（
三
）
の
「
塩
ヶ
水
」
で
あ
る
が
、〔
新
納
②
二
七
四
頁
〕
は
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
十

二
月
十
五
日
、〔
県
史
料
集
㉒
『
小
松
帯
刀
日
記
』
九
四
頁
〕
は
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
十

二
月
三
日
の
記
事
で
、
い
ず
れ
も
宍
狩
り
を
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
塩
ヶ
水
」
は
、

文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
〔
伊
能
図
（
大
図
）
九
州
沿
海
図
巻
第
一
〇
・
一
七
（
東
京
国

立
博
物
館
蔵
）〕
に
よ
れ
ば
、
大
崎
ヶ
鼻
の
南
に
書
か
れ
て
お
り
、
現
在
の
「
竜
ヶ
水
駅
」
の

辺
り
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

同
様
に
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
重
富
村
と
磯
島
津
家
と
の
訴
訟
の
際
に
描
か
れ
た
、

「
重
富
村
山
林
訴
訟
図
（
参
）」（『
姶
良
市
誌 
別
巻
１ 

資
料
編 

絵
図
・
地
図
・
空
中
写
真
』

一
一
四
～
一
一
五
頁
）
に
も
、
大
崎
の
南
、
三
船
よ
り
も
北
に
、「
塩
ヶ
水
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
「
竜
ヶ
水
駅
」
が
あ
る
辺
り
は
、
幕
末
か
ら
大
正
七
年
の
頃
ま
で
、

「
塩
ヶ
水
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
「
瀧
（
龍
）
ヶ
水
」
は
ど
こ
か
と
い
え
ば
、〔
地
誌
⑤
一
二
四
頁
〕
の
記
述
が
参

考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
寛
文
十
三
年
、
帖
佐
郷
ノ
平
松
ヲ
重
富
邑
ト
ナ
ス
ニ
及
テ
、
平
松

村
ニ
属
ス
ル
瀧
ヶ
水
ハ
飛
地
ト
ナ
リ
帖
佐
郷
ニ
属
セ
シ
カ
、
明
治
御
一
新
ノ
前
ニ
方
リ
旧
藩

中
検
地
ノ
際
、
鹿
児
島
吉
野
村
ニ
属
ス
、
故
ニ
実
測
図
ノ
如
キ
モ
大
崎
岬
ヨ
リ
瀧
ヶ
水
及
心

岳
寺
跡
等
ハ
大
隅
国
姶
羅
郡
ニ
属
シ
、
国
界
分
明
セ
リ
、」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
維
新
の

前
に
行
わ
れ
た
検
地
で
、大
崎
岬
よ
り
も
北
側
の
瀧
ヶ
水
・
心
岳
寺
跡
等
は
大
隅
国
に
属
し
、

大
崎
岬
よ
り
南
は
薩
摩
国
に
属
す
こ
と
に
な
り
、
国
境
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。 

 

更
に
も
う
一
例
、〔
地
誌
⑤
一
三
五
頁
〕
の
記
述
を
検
討
し
た
い
。
元
亀
二
（
一
五
七
一
）

年
の
帖
佐
の
船
戦
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
肝
付
省
釣
等
兵
船

を
浮
へ
て
鹿
児
島
を
襲
ふ
、
陸
に
上
る
事
を
得
す
、
船
を
転
し
て
花
倉
・
美
船
〈
鹿
児
島
吉

野
村
の
海
辺
也
〉
及
ひ
桜
島
の
松
浦
・
西
道
等
を
侵
掠
す
、
帖
佐
地
頭
平
田
新
三
郎
昌
宗
船

を
発
し
て
救
ん
と
て
敵
と
大
崎
〈
当
邑
脇
元
村
の
海
辺
〉
に
遇
ふ
、
退
て
瀧
ヶ
水
に
拠
て
防

き
戦
ふ
、
敵
兵
力
ら
及
は
す
却
き
走
る
、」
と
あ
る
。
肝
付
省
釣
等
が
攻
め
て
来
た
時
、
鹿
児

島
に
上
陸
し
よ
う
と
し
た
が
叶
わ
ず
、
船
を
転
じ
て
鹿
児
島
の
北
、
花
倉
・
美
船
（
三
船
）

や
桜
島
等
を
侵
掠
し
た
。
こ
れ
を
迎
え
撃
っ
た
の
が
帖
佐
地
頭
平
田
新
三
郎
昌
宗
で
、
船
を

出
し
て
救
お
う
と
し
て
大
崎
で
敵
と
遭
遇
し
た
。
そ
こ
か
ら
退
い
て
瀧
ヶ
水
に
拠
っ
て
防
戦

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。肝
付
方
は
大
崎
よ
り
も
南
か
ら
北
に
向
か
っ
て
来
て
い
る
の
で
、

帖
佐
地
頭
平
田
氏
は
大
崎
よ
り
も
北
に
あ
る
瀧
ヶ
水
に
退
い
て
防
戦
し
た
筈
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
瀧
ヶ
水
は
大
崎
の
北
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、〔『
麑
島
県
実
測
図
』
陸
軍
参
謀
局
、
一
八
七
七
年
〕
に
見
え
る
「
龍
ヶ
水
」
も
、

大
崎
の
北
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

以
上
要
す
る
に
、
大
崎
の
北
側
が
「
瀧
（
竜
）
ヶ
水
」、
南
側
は
「
塩
ヶ
水
」
と
い
う
地
名

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
「
竜
ヶ
水
駅
」
は
大
崎
の
南
側
、
つ
ま
り
か
つ
て

の
「
塩
ヶ
水
」
で
あ
っ
た
場
所
に
相
当
す
る
。 

 

そ
れ
で
は
何
故
、
現
在
は
「
塩
ヶ
水
」
と
呼
ば
な
い
で
、「
竜
ヶ
水
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。推
測
で
あ
る
が
、こ
れ
は
鉄
道
の
駅
名
と
関
わ
り
が
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
竜
ヶ
水
駅
」
は
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
八
月
七
日
に
新
設
さ
れ
た
（『
姶
良
市
誌 

別
巻

３ 

資
料
編 

新
聞
記
事
（
明
治
・
大
正
編
）』
一
三
七
五
号
）。
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）

年
九
月
頃
か
ら
、
心
岳
寺
詣
の
参
拝
客
が
激
増
し
て
い
く
こ
と
が
、
新
聞
に
し
ば
し
ば
報
じ

ら
れ
て
い
る
（『
同
前
』
一
二
四
・
一
二
五
・
一
四
七
・
二
八
〇
・
四
三
〇
・
五
五
三
号
な
ど
）。

「
竜
ヶ
水
駅
」
が
で
き
る
前
は
、「
重
富
駅
」
か
ら
徒
歩
で
心
岳
寺
ま
で
参
詣
し
て
い
た
よ
う

で
、
そ
れ
で
は
不
便
だ
と
い
う
声
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
き
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）

年
頃
に
は
「
心
岳
寺
特
設
仮
停
車
場
」
の
設
置
計
画
が
持
ち
上
が
り
（『
同
前
』
五
五
四
号
）、

同
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
に
は
、「
心
岳
寺
仮
停
車
場
」
が
見
え
る
（『
同
前
』
七
四
七
号
）。

「
竜
ヶ
水
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
駅
名
に
な
っ
た
か
、
新
聞
記
事
に
は
そ
の
経
過
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。 

 

こ
の
点
に
関
し
て
平
田
信
芳
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
頃
、
竜
ヶ
水
の
人
た
ち
は
殆
ど
が
「
塩

屋
」
姓
を
名
乗
り
、
製
塩
業
に
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
地
名
と
し
て
は
「
竜
ヶ
水
」
で



は
な
く
「
塩
ヶ
水
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
鉄
道
の
駅
名
と
し
て
は
、「
塩
ヶ
水
」
で
は
良
く

な
い
の
で
、「
竜
ヶ
水
」
と
付
け
た
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る
（『
地
名
研
究
会
報
』
第
九

〇
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
こ
れ
な
ど
が
参
考
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

〔
県
史
料
集
⑩
『
伊
能
忠
敬
の
鹿
児
島
測
量
関
係
資
料
並
に
解
説
』
四
三
頁
〕・〔
県
史
料

集
⑯
『
鹿
児
島
県
地
誌
上
』
一
〇
一
頁
〕
は
、
い
ず
れ
に
も
、「
塩
ヶ
水
」
に
対
し
て
「
竜
カ
」、

「
瀧
ヶ
水
カ
」
と
い
う
原
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
作
成
さ
れ
た
年
代
は
不
明
で
あ
る

が
、
内
容
か
ら
江
戸
時
代
末
頃
以
降
か
と
推
測
さ
れ
る
。
後
者
は
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）

年
に
鹿
児
島
県
か
ら
政
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
注
が
付
さ
れ
た
時
期
も
不
明
で

あ
る
。
こ
の
原
注
を
付
し
た
人
物
は
「
塩
ヶ
水
」
が
間
違
い
で
あ
る
と
思
い
注
を
付
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
更
に
推
測
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
塩
ヶ
水
」
が
忘
れ
去
ら
れ
て
、

専
ら
「
龍
（
竜
）
ヶ
水
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

も
と
も
と
「
塩
ヶ
水
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
に
、
大
正
四
年
、「
龍
（
竜
）
ヶ
水
駅
」
が
で
き

る
と
、
地
名
の
「
龍
（
竜
）
ヶ
水
」
が
著
名
に
な
っ
て
い
き
、
や
が
て
「
塩
ヶ
水
」
を
圧
倒

し
て
い
っ
た
。
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
地
理
院
地
図
（「
今
昔
マ
ッ
プon the web

」

（https://ktgis.net/kjmapw/index.html

）
二
〇
二
四
年
一
月
五
日
閲
覧
）
に
は
、
現

在
の
竜
ヶ
水
辺
り
に
「
龍
水
」
の
地
名
が
見
え
、
そ
こ
に
「
ジ
ガ
ミ
」
の
ル
ビ
が
振
っ
て
あ

る
。
こ
の
「
ジ
ガ
ミ
」
は
「
塩
ヶ
水
」（
シ
オ
ガ
ミ
ズ
）
が
詰
ま
っ
た
鹿
児
島
弁
特
有
の
変
化

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
元
々
の
地
名
「
シ
オ
ガ
ミ
ズ
」
と
、「
龍
（
竜
）
ヶ
水
」
が
混

在
し
て
し
ま
っ
た
表
記
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
龍
（
竜
）
ヶ
水
駅
」
が
で
き
る
前
の
こ
の
地
図
に
、
現
在
の
「
竜
ヶ
水
駅
」
近
辺
を
「
龍

水
」
と
記
す
の
は
、
大
崎
よ
り
も
北
が
「
龍
（
竜
）
ヶ
水
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
き
た
こ
れ

ま
で
の
論
述
と
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
狭
い
地
域
を
示
す
地
名
（
大
崎
の
北
側
の
「
龍

（
竜
）
ヶ
水
」）
と
、
広
域
を
示
す
地
名
（
大
崎
を
挟
ん
だ
南
北
地
域
の
総
称
）
と
二
通
り
の

使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
在
で
も
漠
然
と
こ
の
大
崎
付
近
一
帯
を

竜
ヶ
水
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。 

以
上
の
考
証
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
龍
（
竜
）
ヶ
水
」
の
「
龍
（
竜
）」
の
漢
字
に
殊

更
に
意
味
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
地
名
由
来
の
解
釈
は
、
再
考
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊
例
え
ば
、「
良
質
の
湧
水
が
あ
る
の
で
、
竜
ヶ
水
の
地
名
が
あ
る
」（
渡
辺
光
他
編
『
日

本
地
名
大
辞
典
一 

九
州
』
四
八
一
頁
、
朝
倉
書
店
、
一
九
六
七
年
、
鈴
木
公
氏
執
筆
）

と
か
、「
竜
が
下
る
ご
と
く
土
石
流
が
下
る
と
い
う
喩
え
の
地
」（
小
川
豊
『
あ
ぶ
な
い

地
名
―
災
害
地
名
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
二
二
四
頁
、
三
一
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が

あ
る
。 

「
竜
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
瀧
（
滝
）」
に
つ
い
て
由
来
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。「
タ
キ
・
ダ
キ
」
は
「
山
地
の
地
崩
れ
、
急
傾
斜
地
や
崖
を
指
す
地
名
」（『
同

前
』
一
三
六
～
一
三
七
頁
）
の
謂
が
あ
る
。
ま
た
、〔
麑
藩
一
四
二
頁
〕
の
「
瀧
水
山
」

に
振
ら
れ
て
い
た
「
ダ
ク
ガ
ミ
ツ
ヤ
マ
」
と
い
う
ル
ビ
は
、「
タ
ク
・
ダ
ク
は
滾
（
タ
ギ
）

の
転
訛
語
、
地
崩
れ
、
急
傾
斜
地
や
崖
を
指
す
」（『
同
前
』
一
三
八
頁
）
地
名
と
理
解

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 六 

最
ト 

さ
い
ト
・
も
っ
ト
・
い
ト 

〔
市
来
②
五
三
頁
〕「
聖
意
最
ト
深
重
ナ
ル
御
文
外
ニ
溢
レ
タ
リ
、」 

〔
市
来
②
七
六
頁
〕「
其
式
最
ト
厳
粛
ナ
リ
シ
ト
ソ
、」 

〔
市
来
②
一
四
三
頁
〕「
如
此
ナ
ル
モ
長
藩
ヲ
以
テ
最
ト
ス
、」 

〔
市
来
②
二
〇
四
頁
〕「
最
ト
珍
シ
ト
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ソ
、」 

〔
市
来
②
二
六
六
頁
〕「
御
接
待
ノ
式
最
ト
鄭
重
ナ
リ
、」 

〔
市
来
②
二
八
三
頁
〕「
寛
急
従
意
馳
駆
ス
ル
者
最
ト
盛
ナ
リ
、」 

〔
市
来
②
二
九
一
頁
〕「
其
式
最
ト
厳
重
ナ
ル
者
ナ
リ
キ
、」 

〔
玉
里
⑥
三
五
〇
頁
〕「
尤
器
械
中
ニ
於
テ
蒸
気
機
関
ヲ
以
テ
最
ト
ス
ル
由
ナ
リ
、」 

〔
玉
里
⑥
四
二
六
頁
〕「
終
ニ
公
平
ナ
ル
政
治
ハ
共
和
ヲ
以
テ
最
ト
ス
ヘ
シ
ト
云
ニ
至
リ
、」 

〔
玉
里
⑨
三
八
五
頁
〕「
以
全
争
於
天
下
ヲ
最
ト
ス
ル
ヲ
云
レ
シ
モ
ノ
也
、」 

〔
玉
里
⑩
三
四
九
頁
〕「
凡
ソ
夷
人
ノ
愛
ス
ル
所
ノ
最
ト
ス
ル
ハ
石
炭
也
、」 



〔
忠
義
④
三
頁
〕「
実
ニ
最
と
思
召
と
計
ニ
て
、
暫
ハ
御
当
惑
之
体
ニ
て
、」 

〔
忠
義
④
六
六
九
頁
〕「
多
ク
ハ
門
閥
官
ヲ
以
テ
是
カ
最
ト
ス
、」 

〔
斉
彬
②
八
九
三
頁
〕「〈
大
量
装
薬
九
斤
八
両
ヲ
最
ト
ス
、〉」 

〔
斉
彬
③
五
八
〇
頁
〕「
態
と
欺
く
は
欺
き
た
り
、
最
と
本
意
な
し
、」 

〔
斉
彬
③
一
〇
四
二
頁
〕「
誠
ニ
無
用
之
最
と
奉
存
候
、」 

 

当
初
、
こ
れ
は
、「
最
ト
モ
」
か
ら
「
モ
」
が
欠
落
し
た
も
の
か
と
考
え
て
い
た
が
、
改
め

て
『
鹿
児
島
県
史
料
』
を
検
索
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
に
い
く
つ
も
事
例
が
出
て
き
た
。

ど
う
や
ら
単
な
る
誤
記
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。 

次
に
問
題
と
な
る
の
は
読
み
方
で
あ
る
が
、『
鹿
児
島
県
史
料
』
に
は
ル
ビ
が
付
い
た
用
例

が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
近
代
の
文
学
作
品
に
使
用
例
を
求
め
て
み
る
と
、
次
の
様
な
事

例
が
見
ら
れ
た
。 

①
「
さ
い-

と
」 

（
イ
）
福
沢
諭
吉
『
日
本
男
子
論
』
一
九
〇
頁
（『
福
沢
諭
吉
著
作
集
』
第
10
巻
、
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
） 

「
凡
そ
今
の
日
本
国
人
と
し
て
現
在
の
愉
快
、
後
世
子
孫
の
幸
福
は
何
を
以
て
最
と
す
る

や
と
尋
ね
た
ら
ば
、
独
立
の
体
面
を
維
持
し
て
日
本
国
の
栄
名
を
不
朽
に
伝
う
る
の
外

な
か
る
べ
し
。」 

②
「
も
っ-

と
」 

（
イ
）
二
葉
亭
四
迷
『
平
凡
』
三
三
七
頁
（『
現
代
日
本
文
学
全
集
１
』
筑
摩
書
房
、
一
九

五
六
年
） 

「
私
は
又
嬉
し
く
な
つ
て
、
此
様
な
事
な
ら
最
と
早
く
敬
意
を
表
す
れ
ば
好
か
つ
た
と
思

っ
た
。」 

③
「
い-

と
」 

（
イ
）
福
田
英
子
『
妾
の
半
生
涯
』
四
二
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
（
第
一
刷
）、
一

九
八
三
年
（
第
二
五
刷
改
版
）
を
使
用
） 

「
母
上
兄
妹
の
恙
な
き
を
喜
び
て
、
さ
て
時
な
ら
ぬ
帰
省
の
理
由
か
く
か
く
と
述
べ
け
る

に
、
兄
は
最
と
感
じ
入
り
た
る
体
に
て
始
終
耳
を
傾
け
居
た
り
。」 

（
ロ
）
内
村
鑑
三
『
基
督
信
徒
の
な
ぐ
さ
め
』
三
九
〇
頁
（『
現
代
日
本
文
学
大
系
２
』
筑

摩
書
房
、
一
九
七
二
年
） 

 

「
然
れ
ど
も
永
遠
よ
り
永
遠
に
至
る
迄
我
の
所
有
し
得
べ
き
も
の
は
神
な
り
、
人
霊
の
価

値
は
彼
は
最
と
高
き
神
よ
り
以
下
の
も
の
を
以
て
満
足
し
能
は
ざ
る
に
あ
り
、」 

①
「
さ
い-

と
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
名
詞
の
「
最
」
に
、「
ナ
リ
・
タ

リ
」
が
付
い
て
形
容
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。「
程
度
が
も
っ
と
も
は
な
は
だ
し
い
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
多
く
は
、
一
番
す
ぐ
れ
た
さ
ま
に
い
う
。
第
一
番
。
第
一
等
。
主
要
。

現
在
で
は
、
多
く
「
最
た
る
」
の
形
で
用
い
る
。」
と
あ
っ
て
、『
名
語
記
』
の
「
ば
う
は
棒

也
。
音
の
よ
み
を
最
と
せ
り
。」
と
い
う
用
例
を
掲
載
し
て
い
る
（
第
八
巻
、
五
三
四
頁
）。 

②
「
も
っ-

と
」
は
、「
す
で
に
あ
る
も
の
、
ま
た
は
示
さ
れ
た
も
の
に
、
さ
ら
に
そ
の
量

や
程
度
を
つ
け
加
え
る
さ
ま
を
表
す
語
。
そ
の
上
に
。
な
お
一
層
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』

第
十
九
巻
、
三
一
二
頁
）
の
謂
で
あ
る
。 

③
「
い-

と
」
は
、「
①
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
。
②
事
態
が
並
々
で
な
い
、
常
態
以

上
の
程
度
に
出
る
こ
と
へ
の
詠
嘆
、
強
調
。」（『
同
前
』
第
二
巻
、
二
五
八
頁
）
を
意
味
し
、

そ
れ
ぞ
れ
肯
定
・
否
定
両
方
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。 

①
②
③
い
ず
れ
も
意
味
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
、
一
律
に
読
み
方
を
決
め
る
こ
と

は
難
し
い
。
実
際
の
文
脈
に
当
て
は
め
て
み
て
、
意
味
が
ス
ム
ー
ズ
に
通
る
か
ど
う
か
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 七 
専
心
、
唯
今
モ 

せ
ん
し
ん
、
た
だ
い
ま
モ 

〔
市
来
③
四
校
ゲ
ラ
〕「
久
留
米
水
天
宮
神
主
牧
和
泉
守
ト
カ
申
者
建
白
致
、
議
奏
・
参
政
辺

専
心
唯
、
今
モ
建
白
之
ケ
条
欲
被
行
場
合
ニ
至
リ
、」 

〔
玉
里
②
三
五
五
頁
〕「
久
留
米
水
天
宮
神
主
牧
和
泉
守
と
か
申
者
建
白
致
、
議
奏
・
参
政
辺

専
心
推
、
今
モ
建
白
之
ケ
条
欲
被
行
場
合
ニ
至
り
、」 

も
っ 

さ
い 

も
つ 

い い 

〔
真
木
カ
、
保
臣
〕 

〔
真
木
保
臣
〕 

〔
心
酔
カ
〕 



〔
忠
義
②
五
五
二
頁
〕「
久
留
米
水
天
宮
神
主
牧
和
泉
守
ト
カ
申
者
建
白
致
、
議
奏
・
参
政
辺

専
心
推
、
今
モ
建
白
之
ケ
条
欲
被
行
場
合
ニ
至
リ
、」 

〔「
忠
義
公
史
料
」
文
久
三
、
九
、（
島
津
家
本-

さⅡ
-

14-

20-

5
）
リ
ー
ル
番
号
三
五
三
・

コ
マ
番
号
五
五
四
〕
「
久
留
米
水
天
宮
神
主
牧
和
泉
守
ト
カ
申
者
建
白
致
議
奏
参
政
辺
専

心
唯
今
モ
建
白
之
ケ
条
欲
被
行
場
合
ニ
至
リ
」 

〔
市
来
③
二
三
五
頁
〕「
久
留
米
水
天
宮
神
主
牧
和
泉
守
ト
カ
申
者
建
白
致
、
議
奏
・
参
政
辺

専
心
、
唯
今
モ
建
白
之
ケ
条
欲
被
行
場
合
ニ
至
リ
、」 

 

こ
れ
は
〔
市
来
③
〕
の
校
正
合
わ
せ
の
段
階
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
で
あ
る
。
も
と
も
と

こ
の
文
書
は
〔
玉
里
②
三
五
五
頁
〕
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、「
議
奏
・
参
政
辺
専
心
推
、
今
モ
」

と
さ
れ
て
い
た
。〔
忠
義
〕
の
底
本
（「
忠
義
公
史
料
」
文
久
三
、
九
、
リ
ー
ル
番
号
三
五
三
・

コ
マ
番
号
五
五
四
〕）
で
は
、「
議
奏
参
政
辺
専
心
唯
今
モ
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
〔
玉

里
②
三
五
五
頁
〕
が
「
推
」
と
す
る
箇
所
を
、「
唯
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。〔
忠
義
②
〕

で
は
編
者
が
、〔
忠
義
〕
の
底
本
よ
り
も
「
島
津
忠
承
氏
蔵
本
」（〔
玉
里
②
三
五
五
頁
〕
の
底

本
で
あ
る
玉
里
島
津
家
史
料
の
こ
と
）
の
方
が
正
し
い
と
判
断
し
て
、「
島
津
忠
承
氏
蔵
本
」

で
校
訂
し
〔
忠
義
②
五
五
二
頁
〕
の
よ
う
に
、「
議
奏
・
参
政
辺
専
心
推
、
今
モ
」
と
し
た
。

そ
の
後
、〔
玉
里
②
〕
が
刊
行
さ
れ
る
際
に
、
当
然
〔
忠
義
②
五
五
二
頁
〕
が
参
考
に
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
、
読
点
の
打
ち
方
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。 

〔
市
来
③
〕
の
校
正
段
階
で
は
、〔
忠
義
②
五
五
二
頁
〕
と
〔
玉
里
②
三
五
五
頁
〕
の
「
心

推
」
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、「
心
唯
」
に
対
し
て
、「〔
心
酔
カ
〕」
と
い
う

行
間
注
を
付
し
て
い
た
。
し
か
し
、
校
正
の
合
わ
せ
の
過
程
で
、
読
点
の
打
ち
方
を
変
え
て

み
れ
ば
、〔
忠
義
②
五
五
二
頁
〕
や
〔
玉
里
②
三
五
五
頁
〕
に
拠
ら
な
く
て
も
、
充
分
意
味
が

通
じ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
そ
の
結
果
が
〔
市
来
③
二
三
五
頁
〕
で
、「
議
奏
・
参
政
辺

専
心
、
唯
今
モ
」
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

玉
里
島
津
家
史
料
は
伝
来
の
「
筋
」
が
良
く
、
正
文
・
原
本
ば
か
り
で
信
頼
に
足
る
史
料

だ
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
勿

論
、
正
文
・
原
本
も
多
い
の
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
玉
里
島
津
家
の
編
輯
所
職
員
が

蒐
集
し
て
、
筆
写
し
た
史
料
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
こ
に
は
書
き
間
違
い
や

写
し
間
違
い
が
発
生
す
る
。
玉
里
島
津
家
史
料
を
絶
対
的
に
信
頼
し
て
、
市
来
四
郎
に
よ
る

編
纂
物
で
あ
る
『
旧
邦
秘
録
』（〔
市
来
③
〕
の
収
載
史
料
）
を
信
用
し
な
い
と
い
う
態
度
は

改
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 八 

則
死 

そ
く
し 

〔
市
来
④
四
頁
〕「
砲
弾
左
ノ
腋
下
ニ
当
リ
則
死
ナ
リ
、」 

〔
名
越
③
一
〇
三
頁
〕「
一
寅
年
之
人
三
月
巳
日
、
則
死
ス
、（
中
略
）
一
午
年
之
人
十
月
午
日
、

則
死
ス
、
一
未
年
之
人
十
一
月
子
日
、
則
死
ス
、
一
申
年
之
人
六
月
十
一
月
子
日
、
則
死
ス
、

一
酉
年
之
人
六
月
酉
之
日
、
則
死
ス
、
一
戌
年
之
人
正
月
卯
日
・
巳
日
、
則
死
ス
、
一
亥
年

之
人
九
月
巳
日
、
則
死
ス
、」 

〔
名
越
⑥
九
二
頁
〕「
一
則
死
千
百
七
拾
八
人
（
中
略
）
一
則
死
牛
弐
疋
」 

〔
名
越
⑧
三
四
九
頁
〕「
其
橋
成
就
す
る
と
彼
作
た
る
者
ハ
則
死
す
と
い
ひ
伝
え
た
り
、」 

〔
忠
義
③
五
九
頁
〕「
英
船
及
損
傷
船
将
等
則
死
、
手
負
人
も
不
少
候
と
取
沙
汰
有
之
、」 

〔
忠
義
⑤
八
三
頁
〕〔
玉
里
⑤
四
六
六
頁
〕「
歩
兵
奉
行
窪
田
備
前
守
も
則
死
、
同
役
佐
久
間

近
江
守
手
負
、」 

〔
忠
義
⑦
二
〇
頁
〕「
若
愚
誠
不
貫
則
死
不
已
也
、願
察
此
事
遂
告
別
而
発
実
二
月
十
五
日
也
、」 

〔
玉
里
①
二
九
七
頁
〕「
然
る
処
徒
党
之
内
、
六
人
程
も
則
死
、
其
内
御
前
ニ
は
御
下
乗
ニ
而

坂
下
御
門
江
御
入
ニ
相
成
、」・「
一
徒
党
之
人
数
六
人
程
則
死
、
拾
壱
人
程
生
捕
、
其
内
手

負
六
七
人
御
座
候
由
、」 

〔
玉
里
②
三
六
四
頁
〕「
去
ル
朔
日
前
之
浜
江
着
船
ニ
而
一
旦
談
判
有
之
、
其
後
砲
発
英
船
及

損
傷
船
将
等
則
死
、
手
負
人
も
不
少
侯
と
取
沙
汰
有
之
、」 

〔
玉
里
⑤
四
〇
九
頁
〕「
乍
去
前
書
申
上
候
通
慶
喜
既
ニ
寛
典
ヲ
奉
蒙
侯
上
は
、
其
余
厳
刑
ニ

難
被
為
処
、
則
死
一
等
を
減
し
相
当
之
御
処
置
不
被
為
在
候
而
は
、」 

〔
玉
里
⑥
二
〇
頁
〕「
今
為
大
臣
謀
之
、
当
密
詣
闕
自
明
、
猶
不
能
回
照
、
則
死
未
晩
也
、
人

〔
真
木
カ
、
保
臣
〕 

〔
泉
太
郎
〕 

〔
信
久
〕 



言
僕
貌
肖
大
臣
、
請
以
身
代
、
即
伏
剣
而
死
、」 

〔
玉
里
⑥
四
七
頁
〕「
有
此
則
活
、
無
比
則
死
、
故
保
民
乃
所
以
自
保
也
、
国
朝
之
定
租
税
、

已
軽
於
二
十
取
一
矣
、」 

 

文
脈
か
ら
み
て
「
即
死
」（「
即
時
に
死
ぬ
こ
と
。
事
故
な
ど
で
、
そ
の
場
で
す
ぐ
死
ぬ
こ

と
」『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
十
二
巻
、
三
四
八
頁
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
国
語
辞
典
や
漢

和
辞
典
に
は
、「
即
死
」
の
み
で
、
こ
の
「
則
死
」
は
見
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
す
な
わ
ち

死
す
」
と
読
め
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、〔
玉
里
⑤
四
〇
九
頁
〕
は
、「
す
な

わ
ち
死
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 九 

法
蘭
西 

フ
ラ
ン
ス 

〔
市
来
④
九
頁
〕「
英
法
〈
英
国
・
仏
国
〉
公
使
致
書
政
府
、
請
大
臣
来
議
、」 

〔
玉
南
②
二
四
二
頁
〕「
法
蘭
西
の
蒸
気
軍
艦
舶
号
ド
プ
レ
イ
、
今
月
七
日
〈
我
七
月
十
八
日
〉

入
津
せ
し
に
依
て
一
、
二
の
雑
報
を
得
た
り
、」 

 

当
初
〔
市
来
④
九
頁
〕
の
校
正
中
、「
英
法
」
に
対
し
て
、「
英
仏
カ
」
と
い
う
行
間
注
を

付
し
て
い
た
。
し
か
し
、
割
書
に
「
仏
国
」
と
あ
っ
て
重
複
す
る
の
で
不
自
然
で
あ
る
と
考

え
て
改
め
て
調
べ
な
お
し
て
み
た
。
す
る
と
『
大
漢
和
辞
典
』
に
、「
法
蘭
西
」
が
「
フ
ラ
ン

ス
の
中
国
語
表
記
」
で
あ
る
旨
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
（
第
六
巻
、
一
〇
五
四
頁
）。
つ
ま
り
こ

の
「
英
法
」
と
い
う
の
は
、『
旧
邦
秘
録
』（〔
市
来
④
〕
の
収
載
史
料
）
が
編
纂
さ
れ
た
当
時
、

一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
漢
字
表
記
と
は
異
な
る
表
記
で
あ
っ
た
た
め
、
わ
ざ

わ
ざ
割
書
で
「
仏
国
」
と
断
っ
た
の
で
あ
る
。「
英
法
」
は
「
英
国
の
法
律
」
と
い
う
意
味
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

改
め
て
『
鹿
児
島
県
史
料
』
を
検
索
す
る
と
、
他
に
〔
玉
南
②
二
四
二
頁
〕
一
例
が
検
出

で
き
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 

十 

畳
卵 

じ
ょ
う
ら
ん 

〔
市
来
④
三
八
頁
〕「
当
時
ノ
形
勢
危
殆
畳
卵
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
憂
ヒ
、」 

〔
玉
里
⑥
六
二
六
頁
〕「
政
刑
得
失
之
筋
目
篤
と
御
吟
味
無
之
候
而
は
畳
卵
之
危
急
目
前
ニ
御

座
候
間
、
新
奇
之
珍
政
を
止
め
苛
酷
之
繁
令
を
廃
し
、」 

〔
玉
里
⑥
六
四
八
頁
〕「
尚
千
仞
之
石
を
以
畳
卵
之
上
ニ
投
す
る
か
如
し
、
何
そ
兵
士
を
工
商

ニ
倣
習
し
て
以
敵
ニ
可
勝
哉
、」 

〔
玉
里
⑥
六
五
七
頁
〕「
国
家
之
危
急
旦
夕
ニ
迫
て
畳
卵
よ
り
も
甚
敷
、
天
下
之
亡
滅
今
翌
ニ

近
し
て
薄
氷
よ
り
も
危
し
」・「
夫
急
之
則
其
節
短
而
千
仞
之
名
以
畳
卵
を
毀
よ
り
も
安
し
、」 

〔
玉
里
⑦
一
二
六
頁
〕「
誠
ニ 

王
室
ノ
危
篤
畳
卵
ノ
如
シ
、」 

 

「
畳
」
に
は
「
か
さ
ね
る
・
か
さ
な
る
」（『
旺
文
社
漢
和
辞
典 

改
訂
新
版
』
七
六
八
頁
）

の
意
が
あ
る
の
で
、「
畳
卵
」
と
は
、「
卵
を
か
さ
ね
る
こ
と
」、
つ
ま
り
「
卵
を
か
さ
ね
る
よ

う
に
危
な
っ
か
し
い
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
中
で
は
、「
累
卵
」（「
卵
を
積
み
重
ね
る
こ
と
。
き
わ
め
て
不
安
定

で
危
険
な
状
態
の
た
と
え
。」『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
十
巻
、
四
五
一
頁
。
同
書
に
は
他

に
「
累
卵
の
危
う
き
」
と
い
う
慣
用
句
も
見
え
る
）
の
用
例
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

事
例
は
少
な
い
が
「
畳
卵
」
と
い
う
言
い
方
も
同
じ
様
な
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
一 

困
究 

こ
ん
き
ゅ
う 

〔
市
来
④
七
一
頁
〕「
多
人
数
之
儀
ニ
而
困
究
者
等
格
護
方
行
届
兼
、」 

〔
玉
里
①
二
七
三
頁
〕「
殊
ニ
長
州
杯
ハ
、
両
三
年
跡
隣
国
石
州
浜
田
御
困
究
ノ
砌
、
米
壱
万

石
借
用
、」 

〔
玉
里
④
五
六
頁
〕「
旧
冬
中
屋
敷
御
取
揚
之
事
有
之
、
甚
困
究
被
致
候
由
、」 

〔
玉
里
④
四
〇
六
頁
〕「
幕
も
内
輪
別
而
混
乱
之
模
様
ニ
被
察
、
実
ハ
一
・
会
・
桑
之
三
藩
も

困
究
ヲ
究
め
候
様
子
ニ
被
察
申
候
、」 

（
累
） 

（
累
） 

（
窮
） 



〔
玉
里
④
五
五
九
頁
〕「
ま
た
一
長
を
生
し
可
申
、
且
士
民
之
困
究
よ
り
禍
蕭
墻
の
内
ニ
起
り

候
儀
等
ハ
、」 

〔
玉
里
⑤
三
七
〇
頁
〕「
大
坂
之
通
路
を
久
敷
被
塞
候
而
ハ
大
ニ
困
究
可
仕
と
相
考
居
候
処
、

案
外
急
速
ニ
相
開
、」 

〔
玉
里
⑥
七
三
頁
〕「
都
而
月
々
日
々
困
究
を
待
之
外
有
御
座
間
敷
、
一
昨
年
之
戦
争
以
来
、

道
々
御
一
新
ニ
乗
し
、」 

〔
玉
里
⑦
一
二
四
頁
〕「
四
海
困
究
之
砌
ニ
依
テ
、
御
身
辺
さ
へ
も
御
減
縮
相
成
、」 

〔
玉
里
⑦
一
四
〇
頁
〕「
物
品
余
リ
ア
リ
テ
国
家
困
究
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、」 

〔
玉
里
⑩
五
二
一
頁
〕「
御
三
家
ヲ
初
一
所
持
・
寄
合
ニ
至
リ
所
帯
方
困
究
ノ
面
々
多
、
皆
今

日
之
不
取
締
ヨ
リ
必
迫
ニ
至
リ
名
実
相
違
、」 

 

右
の
他
に
、〔
忠
義
〕
に
は
十
四
例
ほ
ど
所
見
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
こ
の
「
困

究
」
は
例
文
を
見
る
限
り
、「
困
窮
」（「
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
で
物
事
の
処
置
に
苦

し
む
こ
と
。
特
に
、
貧
乏
で
苦
し
む
こ
と
」『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
八
巻
、
四
八
二
頁
）
と

同
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
国
語
辞
典
・
漢
和
辞
典
等
に
は
「
困
究
」
は
掲
載

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

「
窮
」
は
「
き
わ
ま
る
。
き
わ
め
る
」（『
旺
文
社
漢
和
辞
典 

改
訂
新
版
』
八
三
〇
頁
）、

「
究
」
も
同
様
の
意
味
が
あ
る
の
で
（『
同
前
』
八
二
七
頁
）、「
困
」（
苦
し
み
）
が
「
き
わ

ま
る
」（
究
・
窮
）
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
二 

東
福
城 

と
う
ふ
く
（
か
）
じ
ょ
う 

〔
市
来
④
八
七
頁
〕「
◯
東
福
城
」 

〔
地
誌
①
五
七
頁
〕「
西
ハ
茶
屋
之
松
東
福
か
城
、
是
ハ
中
古
梶
原
氏
之
城
と
也
、」 

〔
地
誌
⑤
一
八
六
頁
〕「
其
後
鹿
児
島
東
福
ヶ
城
ニ
御
移
之
由
、」 

〔
季
安
③
九
七
頁
〕「
後
鹿
児
島
東
福
ヶ
城
へ
迁
玉
フ
、」 

〔
麑
藩
一
九
頁
〕「
東
福
城
」 

〔「
倭
文
麻
環
」
九
（
島
津
家
文
書-

76-

13
）、
リ
ー
ル
番
号
一
五
三
・
コ
マ
番
号
四
六
七
〕

「
東
福
城
」 

 

『
鹿
児
島
県
史
料
』
を
検
索
す
る
と
大
部
分
は
「
東
福
寺
城
」
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
城

は
、『
三
国
名
勝
図
会
』
巻
之
七
に
よ
れ
ば
、
鹿
児
島
郡
鹿
児
島
の
坂
本
村
に
あ
り
、
当
時
は

安
養
院
の
寺
山
で
あ
っ
た
と
い
う
。中
世
以
来
の
諸
合
戦
で
使
用
さ
れ
た
城
と
い
う
こ
と
で
、

幾
つ
か
の
史
料
を
上
げ
て
い
る
。 

ま
た
、
安
養
院
は
真
言
宗
大
乗
院
の
末
寺
で
、
諏
訪
神
社
の
別
当
。
中
世
に
は
こ
の
場
所

に
東
福
寺
惣
持
院
と
呼
ば
れ
る
寺
院
が
あ
っ
た
と
い
う
（『
三
国
名
勝
図
会
』
巻
之
四
）。『
島

津
国
史
』
巻
之
五
で
は
「
東
福
寺
即
今
安
養
院
地
」
と
す
る
。 

そ
こ
で
、〔
市
来
④
〕
の
校
正
の
段
階
で
は
、「
◯
東
福
城
」
に
対
し
て
、「〔
東
福
寺
城
カ
〕」

と
い
う
行
間
注
を
付
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
た
ま
た
ま
『
倭
文
麻
環
』
を
手
に
取
っ
て
、
何

と
は
な
し
に
眺
め
て
い
る
と
、
一
枚
の
挿
図
が
眼
に
留
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
鹿
児
島
城
の
北

東
部
の
絵
図
が
描
か
れ
て
い
た
が
、「
東
福
寺
城
」
が
あ
る
場
所
に
、「
東
福
城
」
と
書
か
れ

て
い
た
。 

こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
他
に
も
同
様
の
史
料
が
な
い
か
検
索
し
て
み
る
と
、
右

に
上
げ
た
よ
う
に
、〔
地
誌
〕〔
季
安
〕〔
麑
藩
〕
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。「
福
」
と
「
城
」
の

間
に
「
か
」
や
「
ヶ
」
が
入
る
場
合
が
あ
る
が
、
重
要
な
点
は
い
ず
れ
も
「
寺
」
が
な
い
事

で
あ
る
。「
東
福
城
」
も
「
と
う
ふ
く
が
じ
ょ
う
」
と
読
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
文
字
通

り
「
と
う
ふ
く
じ
ょ
う
」
と
読
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。「
東
福
か
（
ヶ
）
城
」
と
い
う
の
は

「
東
福
の
城
」（「
東
福
寺
の
城
」
を
省
略
し
た
も
の
か
）
と
い
う
謂
な
の
で
あ
ろ
う
。 

従
っ
て
、「
東
福
寺
城
」
と
呼
ぶ
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
稀
に
「
東
福
城
」（「
東
福
か
城
」

「
東
福
ヶ
城
」）
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
を
う
け
て
〔
市
来
④
〕
で
は
、
行
間

注
を
付
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
三 

些
ト 

ち
ト
・
ち
っ
ト 

（
窮
） 

（
窮
） 

（
マ
マ
） 



〔
市
来
②
三
七
頁
〕「
些
ト
厳
シ
ク
聞
ヘ
シ
ナ
ラ
ン
ト
御
哂
ナ
サ
レ
シ
由
ニ
御
座
候
、」 

〔
市
来
②
三
八
頁
〕「
菱
刈
夫
〈
菱
刈
杢
之
介
〉
大
坂
迄
出
掛
ラ
レ
候
処
、
些
ト
不
都
合
ノ
向

ニ
テ
今
ニ
大
坂
ヘ
滞
在
ニ
テ
、
近
日
蒸
気
船
江
戸
ヘ
廻
船
便
ヨ
リ
帰
戸
ノ
賦
ニ
御
座
候
、」 

〔
市
来
④
一
七
五
頁
〕「
其
御
説
ハ
些
ト
承
知
致
シ
兼
ネ
タ
リ
、」 

〔
名
越
⑧
九
九
頁
〕「
数
千
人
ニ
テ
梁
山
ニ
押
シ
寄
取
囲
ム
、
サ
レ
ト
モ
入
道
如
水
ハ
日
本
ニ

テ
モ
数
度
誉
レ
ヲ
顕
ハ
セ
ル
良
将
ナ
レ
バ
、
些
ト
モ
騒
カ
ズ
、」 

 

こ
れ
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
ち
と
・
ち
っ
と
」
と
読
む
こ
と
が
で
き

る
（
第
十
三
巻
、
三
七
六
頁
）。『
広
辞
苑 
第
四
版
』
で
は
、「
ち
と
」
に
「
少
と
」
の
用
例

も
上
げ
て
い
る
（
一
六
五
二
頁
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
四 

鳥
度 

ち
ょ
っ
と 

〔
市
来
④
二
三
七
頁
〕「
万
国
公
法
官
版
出
来
ニ
付
可
差
出
ト
存
候
処
、
幸
今
日
出
来
、
帰
国

之
両
人
鳥
度
立
寄
候
間
、
相
頼
御
廻
申
上
候
、」（〔
忠
義
③
二
〇
八
頁
〕
も
同
文
） 

〔
玉
里
③
五
一
九
頁
〕「
私
江
は
以
来
面
会
不
相
成
段
差
留
申
候
、
乍
然
鳥
度
目
通
り
丈
は
差

免
し
候
旨
、」 

〔
新
納
①
一
一
一
～
一
一
二
頁
〕「
一
筆
致
啓
達
侯
、先
以
御
家
内
中
可
為
御
無
事
珍
重
存
侯
、

此
内
は
鳥
度
致
貴
面
段
々
預
御
厚
志
不
残
忝
存
侯
、」 

〔
西
南
①
六
頁
〕「
一
翌
廿
五
日
警
視
庁
内
ニ
テ
川
路
利
良
へ
鳥
度
面
会
ノ
節
、」 

 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、「
ち
ょ
っ
と
」
に
「
一
寸
・
鳥
渡
」
の
漢
字
を
宛
て
て
い
る

（
第
十
三
巻
、
五
六
六
頁
）。「
鳥
渡
」
と
「
鳥
度
」
は
漢
字
は
異
な
っ
て
い
る
が
、「
渡
」
も

「
度
」
も
「
と
」
と
読
め
る
の
で
、「
鳥
度
」
も
「
ち
ょ
っ
と
」
と
読
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

（
栗
林
） 

 十
五 

龍
（
竜
）
眼 

り
ゅ
う
が
ん
・
り
ょ
う
が
ん 

〔
市
来
②
一
〇
五
頁
〕「〈
此
時 

天
気
殊
ニ
麗
シ
ク
、
近
年
本
日
ノ
如
ク 

龍
眼
ノ
麗
カ
リ

シ
ハ
ナ
カ
リ
シ
ト
ソ
、〉」 

〔
市
来
④
二
五
五
頁
〕「
龍
眼
ヲ
拝
セ
ラ
レ
、
進
テ
御
下
段
ニ
於
テ 

天
盃
御
頂
戴
」 

〔
忠
義
①
二
〇
六
頁
〕「
賄
賂
金
銭
ヲ
以
テ
関
白
殿
下
ヲ
誣
惑
イ
タ
シ
、
無
勿
体
モ
竜
眼
ヲ
可

奉
暗
ト
、
隠
謀
秘
計
不
一
方
候
処
、」 

〔
忠
義
①
四
七
三
頁
〕「
主
上
深
ク
御
悼
惜
被
遊
、
辱
ク
モ 

竜
眼
ニ
御
涙
ヲ
被
為
洒
、」 

〔
忠
義
③
一
九
四
頁
〕「
而
シ
テ
小
御
所
三
ノ
間
南
廂
ニ
於
テ 

龍
眼
ヲ
拝
シ
玉
ヒ
、
進
ン
テ

三
ノ
間
ニ
於
テ 

天
盃
御
拝
戴
、」 

〔
忠
義
④
三
三
八
頁
〕「
直
ニ 

玉
座
江
被
為
敷
、
然
処
其
後
竜
眼
モ
御
開
披
遊
兼
候
御
様
体

被
為
成
、」 

 

「
龍
眼
」
に
は
「
植
物
の
名
称
」
と
「
天
子
の
目
」
の
二
通
り
の
意
味
が
あ
る
。
後
者
は

「
龍
」
に
「
天
子
。
天
子
に
関
す
る
物
事
の
上
に
つ
け
る
」（『
旺
文
社
漢
和
辞
典 

改
訂
新
版
』

一
二
三
〇
頁
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
。〔
市
来
④
二
五
五
頁
〕
の

例
文
は
、「
龍
眼
」
の
後
に
「
拝
セ
ラ
レ
」
が
続
い
て
い
る
が
、
例
え
ば
「
尊
顔
を
拝
す
」
な

ど
と
言
う
よ
う
に
、「
拝
ス
ル
」
の
は
「
顔
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、〔
龍
顔
カ
〕
と
い
う
行
間
注

を
付
し
た
。
実
際
、〔
市
来
④
二
六
五
頁
〕
で
は
、「
龍
顔
」
を
拝
し
天
杯
を
頂
戴
し
て
い
る

こ
と
が
見
え
る
。〔
忠
義
③
一
九
四
頁
〕
の
事
例
も
同
様
で
あ
る
。 

「
龍
顔
」
は
「
天
子
の
顔
。
天
顔
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
り
ゅ
う
が
ん
」
の
後
に
「
涙
」

が
来
る
場
合
は
、「
顔
」
で
も
「
眼
」
で
も
、
ど
ち
ら
に
も
付
く
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
源

平
盛
衰
記-

七
・
康
頼
造
卒
塔
婆
事
で
は
、「
叡
覧
有
て
龍
眼
よ
り
御
涙
を
流
さ
せ
給
ひ
」（『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
二
十
巻
、
三
九
〇
頁
）
と
あ
り
、
高
野
本
平
家-

六
・
小
督
に
は
、「
龍

顔
よ
り
御
涙
を
な
が
さ
せ
た
ま
ふ
」、
浄
瑠
璃
・
国
性
爺
合
戦-

一
で
は
「
君
は
怒
れ
る
り
ゃ

う
が
ん
に
御
涙
を
か
け
な
が
ら
」（『
同
前
』
三
九
〇
頁
。
後
者
の
事
例
に
つ
い
て
、
同
書
は

「
龍
顔
」
の
例
文
と
し
て
掲
出
し
て
い
る
）
の
如
く
で
あ
る
。
眼
か
ら
涙
が
流
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
顔
か
ら
涙
が
流
れ
る
と
言
っ
て
も
間
違
い
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
読
み
も

〔
大
脱
カ
〕 

〔
龍
顔
カ
〕 

〔
九
条
尚
忠
〕 

〔
顔
〕 



同
じ
で
あ
る
し
、
意
味
も
か
な
り
近
い
事
か
ら
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
ろ

う
。 右

に
上
げ
た
例
文
で
、
暗
く
す
る
の
は
眼
で
も
顔
で
も
あ
り
得
る
が
（〔
忠
義
①
二
〇
六

頁
〕）、
開
く
の
は
顔
で
は
な
く
眼
で
あ
ろ
う
（〔
忠
義
④
三
三
八
頁
〕）。 

 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
六 

脱
体 

だ
っ
た
い 

〔
市
来
④
二
四
一
頁
〕「
脱
体
浪
士
共
諸
事
異
気
強
キ
勢
ニ
仕
掛
不
相
戻
」 

〔
忠
義
③
一
八
六
頁
〕「
右
ハ
長
崎
製
鉄
所
へ
此
御
方
御
借
受
ノ
蒸
気
船
ニ
候
処
、
脱
体
古
船

ニ
テ
及
痛
損
為
修
覆
如
例
日
本
旗
章
等
相
立
、」 

〔
忠
義
③
七
二
五
頁
〕「
清
末
之
領
内
山
口
辺
暴
徒
分
居
之
間
ニ
挟
れ
、
脱
体
微
力
之
小
家
、

兼
て
彼
等
ニ
致
恐
怖
候
処
よ
り
、」 

〔
忠
義
③
七
二
七
頁
〕「
然
ニ
小
笠
原
侯
脱
体
御
譜
代
家
ニ
て
、
御
隣
国
柄
政
事
向
旁
御
検
察

之
趣
、」 

〔
忠
義
⑤
四
一
六
頁
〕「
是
迄
年
付
ノ
儀
ハ
、
格
式
モ
有
之
事
候
得
共
、
脱
体
人
別
改
ノ
儀
ニ

付
、」 

〔
忠
義
⑦
四
九
七
頁
〕「
此
節
右
源
五
左
衛
門
江
継
目
申
付
候
処
、
脱
体
小
身
者
に
て
、
孫
右

衛
門
病
死
後
猶
更
致
難
渋
居
候
に
付
、」 

〔
忠
義
⑦
六
四
五
頁
〕「
一
代
与
力
可
申
付
者
候
処
、
脱
体
困
窮
者
ゆ
へ
右
引
替
へ
右
通
遣
度

旨
、」 

〔
玉
里
④
四
七
三
頁
〕「
御
存
知
被
為
在
歟
ハ
不
奉
存
上
候
得
共
、
脱
体
於
御
国
、
酒
・
焼
酎

を
過
分
ニ
米
ヲ
潰
シ
申
訳
ニ
御
座
候
、」 

〔
玉
里
⑥
三
〇
五
頁
〕「
当
藩
何
と
も
難
致
次
第
御
座
候
、脱
体
海
外
不
自
由
之
孤
土
、全 

皇

国
及
ひ
支
那
を
便
立
行
、」 

 

「
脱
体
」
と
い
う
熟
語
は
『
大
漢
和
辞
典
』
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
等
に
は
見
え
な
い
。

ど
う
や
ら
こ
れ
は
仏
教
用
語
の
よ
う
で
、『
広
説
仏
教
語
大
辞
典 

中
巻
』
に
、「
①
あ
り
の

ま
ま
。
さ
と
り
の
迹
が
消
え
た
、
あ
り
の
ま
ま
。
②
身
ご
と
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
。
全
体

に
同
じ
。
③
身
体
と
い
う
意
識
を
離
れ
、
行
為
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
た
状
態
。
④
全
身
全

霊
を
あ
げ
る
こ
と
。」（
一
一
四
七
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
同
音
異
字
に
「
脱
退
」（
ぬ
け
し
り
ぞ

く
こ
と
。
ぬ
け
出
る
こ
と
。
加
入
し
て
い
た
団
体
や
会
な
ど
を
や
め
る
こ
と
。『
日
本
国
語
大

辞
典
』
第
十
三
巻
、
九
二
頁
）
が
あ
る
が
、
あ
る
い
は
〔
市
来
④
二
四
一
頁
〕
が
当
て
は
ま

る
か
も
し
れ
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
、
方
言
と
し
て
、「
だ
っ
た
い
：
副
詞
①
い
っ
こ
う
。

全
く
。
新
潟
県
・
福
島
県
、
②
大
き
に
。
は
な
は
だ
し
く
。
全
く
。
福
島
県
東
白
川
郡
・
栃

木
県
那
須
郡
」
が
見
え
る
（
第
十
三
巻
、
九
二
頁
）。
右
に
上
げ
た
例
文
に
当
て
は
め
て
み
る

と
、
こ
ち
ら
の
意
味
で
考
え
た
方
が
し
っ
く
り
と
い
き
理
解
し
や
す
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で

あ
る
。 

新
潟
・
福
島
・
栃
木
県
の
方
言
が
何
故
、
薩
摩
藩
の
史
料
に
見
ら
れ
る
の
か
不
明
で
あ
る

が
、
か
つ
て
は
当
地
方
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

（
栗
林
） 

 十
七 

暦
面 

れ
き
め
ん 

〔
市
来
④
二
六
〇
頁
〕「
但
、
禁
中
ヨ
リ
宜
秋
門
者
西
之
方
江
暦
面
大
将
軍
之
凶
方
ニ
付
、
当

年
者
御
見
合
、
来
丑
年
早
々
又
ハ
寅
年
吉
月
良
辰
相
撰
、
取
掛
候
様
可
仕
事
」 

〔
玉
里
③
三
〇
八
頁
〕「
但
禁
中
よ
り
宜
秋
門
は
西
方
江
暦
西
大
将
軍
之
凶
方
ニ
付
、
当
年
は

御
見
合
来
り
、
丑
年
又
は
寅
年
吉
月
良
辰
相
撰
取
掛
り
可
申
事
、」 

 

こ
の
史
料
は
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
四
月
二
十
九
日
の
一
橋
慶
喜
外
四
老
中
ヨ
リ
朝

廷
ヘ
ノ
請
書
の
一
節
で
あ
る
。
同
じ
史
料
が
、『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
二
巻
（
九
二
頁
）・『
孝
明

天
皇
紀
』
第
五
巻
（
一
七
〇
頁
）
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、〔
市
来
④
〕
と
同
様
に
「
暦
面
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
暦
面
」
と
〔
玉
里
③
〕
の
「
暦
西
」
と
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
か
。 

「
暦
面
」
と
い
う
言
葉
を
調
べ
て
み
る
と
、
辞
書
類
に
は
所
見
が
な
い
。
史
料
上
の
事
例

〔
マ 

マ
〕 



と
し
て
は
、〔
玉
里
⑧
二
七
四
四
号
〕
に
「
皇
国
固
有
暦
」
が
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
凡
例

に
、「
暦
面
ニ
上
中
下
ノ
三
段
ヲ
分
チ
」（〔
同
前
五
六
二
頁
〕）、「
暦
面
ニ
見
ユ
ル
二
十
四
節

ハ
即
チ
太
陽
暦
ナ
リ
」（〔
同
前
五
五
四
頁
〕）、
旧
暦
の
凡
例
に
「
暦
面
モ
亦
独
立
ノ
体
裁
ヲ

ナ
ス
ヘ
シ
」（〔
同
前
五
六
六
頁
〕）
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
暦
の
面
（
め

ん
・
お
も
て
）」、
つ
ま
り
、
こ
の
暦
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

次
に
「
大
将
軍
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
陰
陽
道
で
ま
つ
る
八
将
臣
の
一
つ
。
太
白
星
の

精
で
、
地
に
降
り
四
方
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
わ
れ
る
。
巳
午
未
の
年
は
東
、
申
酉
戌
の
年
は

南
、
亥
子
丑
の
年
は
西
、
寅
卯
辰
の
年
は
北
と
い
う
よ
う
に
、
三
年
ご
と
に
四
方
を
め
ぐ
っ

て
十
二
年
目
に
も
と
の
方
位
へ
も
ど
る
。
こ
の
神
の
い
る
方
角
は
、
三
年
塞
（
ふ
さ
が
）
り

と
い
っ
て
、
な
に
ご
と
に
も
忌
ま
れ
た
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
十
二
巻
、
五
七
〇
～
五

七
一
頁
）
と
あ
る
。 

こ
の
一
橋
慶
喜
外
四
老
中
ヨ
リ
朝
廷
ヘ
ノ
請
書
は
元
治
元
年
（
子
年
）
の
史
料
で
あ
る
の

で
、
こ
の
時
に
は
大
将
軍
は
西
の
方
角
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
こ
の
史
料
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。 

七
の
事
例
と
同
様
に
、
こ
れ
も
〔
玉
里
〕
よ
り
も
、
編
纂
物
で
あ
る
『
旧
邦
秘
録
』
の
方

が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
史
料
に
対
す
る

と
き
に
は
先
入
観
を
持
た
ず
に
、
虚
心
に
な
っ
て
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
改

め
て
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
八 

要
意 

よ
う
い 

〔
市
来
④
二
九
三
頁
〕「
粮
米
・
舟
舶
ノ
要
意
厳
重
ニ
シ
テ
」 

〔
忠
義
③
六
〇
八
頁
〕「
一
左
右
次
第
重
テ
可
相
達
候
付
、其
要
意
聊
無
緩
疎
可
相
心
得
事
、」 

〔
忠
義
④
四
一
〇
頁
〕「
只
今
大
名
之
内
外
国
ヘ
軍
艦
・
武
器
等
致
注
文
候
国
段
々
有
之
、
何

之
為
ニ
致
要
意
候
義
不
相
分
候
、」 

〔
忠
義
④
六
〇
一
頁
〕「
一
私
共
儀
ハ
、
金
子
等
モ
余
計
ニ
兼
テ
持
合
無
御
座
候
、
公
儀
御
要

意
勘
者
ニ
付
テ
ハ
、（
中
略
）
此
上
ハ
早
々
御
手
当
ニ
相
成
、
御
要
意
御
出
陣
、
御
尤
ト
奉

存
候
、」 

 

「
要
意
」
と
い
う
熟
語
は
漢
和
辞
典
や
国
語
辞
典
等
に
は
見
え
な
い
。
文
脈
か
ら
み
て
、

「
用
意
」（
①
意
を
用
い
る
こ
と
。
よ
く
気
を
つ
け
る
こ
と
。
深
い
心
づ
か
い
の
あ
る
こ
と
。

②
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
こ
と
。
あ
る
事
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
前
も
っ
て
備
え
て
お

く
こ
と
。
し
た
く
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
十
巻
、
六
一
頁
）
と
同
義
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
現
代
用
い
ら
れ
る
熟
語
と
異
な
る
熟
語
（
同
音
異
字
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場

合
は
充
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 十
九 

暫
時
ク 

し
ば
ら
ク 

〔
市
来
④
五
六
頁
〕「
八
幡
辺
ニ
テ
モ
行
幸
、
鳳
輦
ヲ
暫
時
ク
駐
メ
玉
ヒ
攘
夷
ノ
御
軍
議
ア
ラ

セ
ラ
レ
度
」 

〔
斉
彬
③
二
六
〇
頁
〕「
田
代
カ
二
階
ニ
上
ラ
レ
、
稍
暫
時
ク
何
乎
咄
被
致
」 

〔
斉
彬
③
三
九
四
頁
〕「
別
座
ニ
三
人
ナ
カ
ラ
入
リ
、
稍
暫
時
ク
及
談
合
候
向
ニ
テ
」 

〔
斉
彬
③
三
九
九
頁
〕「
別
室
ニ
入
リ
テ
稍
暫
時
ク
シ
テ
復
席
シ
テ
曰
ク
」 

〔
斉
彬
③
七
四
八
頁
〕「
此
報
知
書 

御
覧
、
稍
暫
時
ク 

御
黙
シ 

御
言
ニ
」 

〔
忠
義
②
五
一
七
頁
〕「
稍
暫
時
ク
ニ
シ
テ
、
旗
艦
空
砲
四
五
発
シ
テ
運
動
ヲ
初
メ
タ
リ
」 

〔
忠
義
③
一
七
五
頁
〕「
因
テ
暫
時
ク
処
分
命
令
ヲ
俟
ツ
ノ
藩
論
ニ
決
シ
タ
リ
」 

〔
忠
義
④
九
七
頁
〕「
為
見
合
暫
時
ク
扣
置
、
退
役
ノ
後
及
勘
考
候
処
」 

〔
市
来
③
二
八
二
頁
〕「
其
後
暫
時
ク
ア
リ
テ
又
一
双
ノ
端
舟
ニ
乗
来
リ
シ
士
ハ
」 

〔
国
木
田
独
歩
『
恋
を
恋
す
る
人
』
一
九
一
頁
（『
現
代
日
本
文
学
全
集 

第
一
五
篇
（
国
木

田
独
歩
集
）』改
造
社
、一
九
三
一
年
）〕「
そ
れ
か
ら
二
人
は
暫
時
く
無
言
で
歩
て
居
る
と
」 

〔
同
『
富
岡
先
生
』
二
三
頁
（
大
鐙
閣
、
一
九
四
七
年
）〕「
村
長
は
腕
を
組
ん
で
暫
時
く
考

え
て
い
た
が
」 

〔『
大
岡
仁
政
録
』
一
一
一
頁
（
大
川
屋
書
店
、
一
九
一
三
年
）〕「
勘
兵
衛
ハ
ツ
と
云
し
切
暫

時
く
返
答
出
来
ざ
り
し
が
」 

し
ば
ら 

し
ば
ら 

し
ば 

ら 



 
「
暫
時
」
に
は
他
に
も
い
く
つ
か
の
訓
が
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
主
に
近
代
の
文
学
作
品
等

か
ら
確
認
で
き
た
も
の
を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

①
「
ざ
ん
じ
」 

 

夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
四
三
〇
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
） 

 

「
い
え
、
此
間
中
か
ら
国
へ
帰
省
し
て
居
た
も
ん
で
す
か
ら
、
暫
時
中
止
の
姿
で
す
。
球

も
も
う
あ
き
ま
し
た
か
ら
、
実
は
よ
さ
う
か
と
思
つ
て
る
ん
で
す
」 

②
「
し
ば
ら
く
」 

 

徳
田
秋
江
『
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
［
前
編
］』
七
六
頁
（
南
北
社
、
一
九
一
三
年
） 

 

「
そ
ん
な
ら
お
前
を
何
う
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
唯
暫
時
で
も
傍
へ
置
い
と
き
さ

へ
す
れ
ば
好
い
」 

③
「
し
ば
し
」 

 

幸
田
露
伴
『
連
環
記
』
一
九
七
頁
（『
幻
談
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
） 

 

「
そ
れ
も
勿
体
な
い
が
雲
辺
の
禽
の
影
、
暫
時
の
ほ
ど
し
か
心
に
は
留
ま
ら
な
か
つ
た
の

で
あ
つ
た
ら
う
」 

④
「
す
こ
し
」 

 

樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』
四
四
三
頁
（『
一
葉
全
集
』
博
文
館
、
一
八
九
七
年
） 

 

「
田
町
の
姉
よ
り
頼
み
の
長
胴
着
が
出
来
た
れ
ば
、
暫
時
も
早
う
重
ね
さ
せ
た
き
親
心
、

御
苦
労
で
も
学
校
ま
へ
の
一
寸
の
間
に
持
つ
て
行
つ
て
呉
れ
ま
い
か
」 

⑤
「
し
ま
し
」 

 
 

北
原
白
秋
『
雀
の
卵
』
三
二
二
頁
（『
雀
の
卵
：
三
部
歌
集
同
巻
』
ア
ル
ス
、
一
九
二
一

年
） 

「
吸
入
器
の
湯
気
の
触
り
の
頬
に
痒
ゆ
く
い
く
た
び
か
拭
き
て
な
お
暫
時
あ
り
」 

ま
た
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
「
し
ば
ら
く
」
の
項
を
引
く
と
、「
暫
・
且
・
姑
・
須
臾
・

久
濶
」
の
表
記
が
確
認
で
き
る
（
第
十
巻
、
四
五
頁
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
橋
口
） 

 

二
十 

私
言 

さ
さ
や
き
・
さ
さ
や
く 

し
げ
ん 

〔
市
来
②
九
二
頁
〕「〈
当
時
街
衢
ニ
私
言
キ
タ
ル
事
ナ
リ
シ
カ
一
般
大
ニ
忿
懣
シ
、〉」 

〔
市
来
②
二
四
九
頁
〕「
参
向
ア
リ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ト
私
言
キ
タ
リ
シ
ト
ソ
、」 

〔
忠
義
①
八
四
頁
〕「
天
下
ノ
公
論
ニ
シ
テ
、
偏
党
ノ
私
言
ニ
ア
ラ
ズ
、」 

〔
忠
義
①
六
九
〇
頁
〕「
外
事
ノ
起
ル
ヤ
私
言
急
務
・
時
勢
条
議
・
接
夷
私
議
ノ
三
書
ヲ
著
ス
、」 

〔
忠
義
②
四
八
六
頁
〕「
是
レ
余
カ
私
言
ニ
ア
ラ
ズ
、
天
下
ノ
公
論
ナ
リ
」 

〔
忠
義
③
三
〇
七
頁
〕「
是
余
等
カ
私
言
ニ
ア
ラ
ス
、
天
下
ノ
公
言
也
」 

〔
忠
義
⑤
六
一
三
頁
〕「
私
言
窃
ニ
聞
ク
今
日
之
朝
議
、」 

〔
斉
彬
①
五
〇
三
頁
〕「
是
非
是
香
之
私
言
也
、」（〔
玉
里
①
一
二
八
頁
〕
は
同
文
） 

〔
玉
里
⑥
四
七
五
頁
〕「
皆
是
レ
私
言
ニ
非
ス
、
即
チ
史
伝
ナ
リ
、」 

〔
玉
里
⑥
五
四
六
頁
〕「
是
御
軍
制
建
言
普
通
之
私
言
ニ
テ
、
田
夫
野
人
ト
雖
ト
モ
聊
心
思
ア

ル
族
ハ
、」 

〔
玉
里
⑧
四
頁
〕「
皆
開
眉
相
慶
矣
。
是
非
臣
一
人
之
私
言
。
請
幸
見
察
。」 

〔
玉
里
⑧
二
六
七
頁
〕「
是
微
臣
之
私
言
ニ
非
ス
、」 

〔
前
編
②
八
五
三
頁
〕「
而
宛
如
私
言
於
語
耳
聾
、」 

〔
後
編
③
六
五
六
頁
〕「
宵
の
間
か
暁
か
と
私
言
け
る
を
承
り
、
我
身
の
上
ニ
聞
な
し
、」 

〔
後
編
④
七
八
五
頁
〕「
乍
去
下
々
種
々
私
言
な
と
先
日
よ
り
申
候
、」 

〔
家
わ
け
③
三
〇
〇
頁
〕「
乃
可
以
知
一
時
出
乎
児
女
子
之
私
言
、」 

 

〔
市
来
②
九
二
頁
・
二
四
九
頁
〕
の
例
文
で
、「
私
言
キ
」
の
よ
う
に
「
キ
」
を
送
っ
て
い

る
こ
と
、〔
後
編
③
六
五
六
頁
〕
の
例
文
か
ら
「
さ
さ
や
き
・
さ
さ
や
く
」
と
読
ん
だ
こ
と
が

判
明
す
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
さ
さ
や
き
」
に
「
囁
・
私
語
」、「
さ
さ
や

く
」
に
「
囁
・
私
語
・
耳
語
」
の
漢
字
を
宛
て
て
い
る
。
他
に
例
文
と
し
て
、「
囁
語
（
サ
サ

ヤ
キ
）」・「
咡
語
い
だ
」・「
耳
言
（
さ
さ
や
く
）」
な
ど
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
（
第
九
巻
、
一

三
～
一
四
頁
）。 

一
方
、〔
忠
義
②
四
八
六
頁
〕
な
ど
は
、「
さ
さ
や
き
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
こ
の
場

サ
ヽ
ヤ
キ 

ざ
ん
じ 

し
ば
ら
く 

し
ば
し 

す
こ
し 

し
ま
し 



合
は
、「
私
言
」
に
「
公
論
」
が
対
置
さ
れ
て
お
り
、〔
忠
義
③
三
〇
七
頁
〕
も
「
私
言
」
と

「
公
言
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
私
言
」
は
「
し
げ
ん
」
と
読
ん
で
、「
一
個

人
の
言
葉
」（『
大
漢
和
辞
典
』 

巻
八
、
五
二
九
頁
）
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
栗
林
） 

 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
近
年
我
々
が
編
集
・
校
正
で
出
逢
っ
た
二
〇
の
語
彙
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
調

べ
て
分
か
っ
た
こ
と
を
書
い
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
記
録

し
て
後
に
残
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。 

現
代
に
生
き
る
我
々
が
過
去
の
史
料
と
向
き
合
う
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
使
わ
れ
て
い

る
言
葉
が
違
う
事
か
ら
、
ま
ず
は
現
代
の
辞
書
類
を
導
き
の
手
立
て
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
辞
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
当
時
使
わ
れ
て
い
た
も
の
の
九
牛
の
一
毛
で
し

か
な
い
。 

言
葉
は
時
代
と
共
に
変
化
し
、
同
じ
言
葉
で
あ
っ
て
も
そ
の
時
代
特
有
の
使
わ
れ
方
を
す

る
場
合
が
あ
る
。『
鹿
児
島
県
史
料
』
の
編
纂
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
充
分
念
頭
に
置
い

て
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
辞
書
等
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
行
間
注
を

付
す
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
用
例
を
可
能
な
限
り
蒐
集
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。
我
々
は
常
に
そ
の
こ
と
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
う
あ
り
続

け
た
い
と
願
っ
て
い
る
。 

史
料
編
纂
は
崩
し
字
を
読
む
こ
と
だ
け
が
仕
事
で
は
な
い
。
編
者
が
ど
れ
だ
け
考
え
て
行

間
注
を
付
す
こ
と
が
で
き
た
か
。
そ
の
考
証
の
過
程
は
決
し
て
史
料
集
の
表
面
に
出
る
こ
と

は
な
い
の
だ
が
、
自
戒
の
念
を
込
め
て
こ
こ
に
改
め
て
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
今
後
も
よ
り

良
い
『
鹿
児
島
県
史
料
』
を
目
指
し
て
、
室
の
職
員
全
員
が
更
な
る
研
鑚
を
積
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

（
く
り
ば
や
し 

ふ
み
お 

本
館
調
査
史
料
室
調
査
史
料
室
長
） 

（
は
し
ぐ
ち 

ま
さ
き 

本
館
調
査
史
料
室
資
料
調
査
編
集
員
） 

（
は
ら
だ 

さ
よ
こ 

本
館
調
査
史
料
室
資
料
調
査
編
集
員
） 


